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Ⅰ．申請準備について 

 

  ・本事業において補助を受けることができるのは、同一の社（方）が運営する給油所等

のうち２カ所が上限となります。但し、撤去に係る補助事業は上限の制限はありませ

ん。 

  ・申請は給油所等の運営者又は所有者・賃貸者のいずれでも可能（所有者・賃貸者は

一部設備では不可）ですが、運営者及び所有者・賃貸者の双方から申請する場合で

あっても、上記の２カ所が上限となります。 

  ・申請給油所等１カ所につき、４つまでの設備を上限とし利用することができます。 

  ・省エネ型ローリーについては、揮発油販売業者が給油所以外の配送拠点用として申

請する場合であっても、当該販売業者が運営する給油所等の１カ所に導入するものとし

て、上記上限を適用します。 

 ・申請する際、複数の給油所等を運営される社（方）は、登録給油所等の中から導入先を

絞り込む必要がございます。次頁を参考に「申請管理シート」を作成され、申請整理に

活用していただき、控えを申請書類と合わせてご提出ください（「申請管理シート」は

ホームページから作成いただくか次頁をコピーして作成ください）。 

・下表に申請例を示しますのでご確認ください。 

 

 （申請例）  

 
 

 

 

 

設　備 ①ＳＳ ②ＳＳ ③ＳＳ ①ＳＳ ②ＳＳ ③ＳＳ ①ＳＳ ②ＳＳ ③ＳＳ

ベーパー回収 〇 〇

省エネ型洗車機 〇 〇

POSシステム 〇 〇 〇 ✕

省エネ型ローリー 〇

タブレット型給油許可システム 〇 〇

灯油タンクスマートセンサー 〇 〇

地下タンク等入換 〇 ✕

地下タンク漏えい 〇 〇 〇

地下タンク撤去 〇 〇

※地下タンク撤去は、SS数要件不要

✕

〇

〇

〇

✕

✕

〇

パターン１　可 パターン２　可 パターン３　不可 パターン４　不可

2SSに2設備＋1SS撤去 2SSに8設備＋1SS撤去 3SSに6設備 1SSに7設備

運営者A石油 運営者B石油 運営者C石油 運営者D石油

①ＳＳ

事業に要する経費について、借入をお考えの申請者は、全国石油協会の信用保証制

度を利用することができます。詳しくは石油組合又は全国石油協会（TEL03-5251-

0460）にお問い合わせください。 
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申請管理シート 

 

 

申請給油所等の運営者                         

 

 

 

 

 

  ① ② 

申請者名 

（運営者又は 

施設所有者（賃貸者含む）） 

給油所名   

登録番号   

施設所有者（賃貸者含む）   

 
ベーパー回収設備 

  給油所① 

給油所② 

地下タンク等入換 
  給油所① 

給油所② 

地下タンク漏えい 
  給油所① 

給油所② 

省エネ型洗車機 
  給油所① 

給油所② 

POSシステム 
  給油所① 

給油所② 

省エネ型ローリー 
  給油所① 

給油所② 

タブレット型給油許

可システム 

  給油所① 

給油所② 

灯油タンク等 

スマートセンサー 

  給油所① 

給油所② 

申
請
す
る
給
油
所
等 

申
請
す
る
設
備 
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（記入例） 

申請管理シート 

 

 

申請給油所等の運営者   全国石油株式会社                      

 

 

 

  ① ② 

申請者名 

（運営者又は 

施設所有者（賃貸者含む）） 

給油所名 永田町給油所 霞が関給油所 

登録番号 3-000XX‐0001 3-000XX‐0003 

施設所有者（賃貸者含む） 全国石油株式会社 脱炭石油株式会社 

 
ベーパー回収設備 ○ ○ 

給油所① 全国石油株式会社 

給油所② 脱炭石油株式会社 

地下タンク等入換 ○  
給油所① 全国石油株式会社 

給油所②  

地下タンク漏えい 
 

○ 
給油所① 

給油所② 脱炭石油株式会社 

省エネ型洗車機 ○ ○ 
給油所① 全国石油株式会社 

給油所② 全国石油株式会社 

POSシステム 
  給油所① 

給油所② 

省エネ型ローリー ○ 

（千代田油槽所に常置） 

 給油所① 全国石油株式会社 

給油所② 

タブレット型給油許

可システム 

 
○ 

給油所① 

給油所② 全国石油株式会社 

灯油タンク等 

スマートセンサー 

 
 

給油所① 

給油所② 

申
請
す
る
給
油
所
等 

申
請
す
る
設
備 

SS 以外に常置する場合はその

場所を記入してください 

SS ごとに申請者名を記入して

ください 
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申請書記入例  P５ ベーパー回収設備①（運営者申請分）  
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申請書記入例  P５ ベーパー回収設備②（所有者申請分）  
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申請書記入例  P５ 省エネ型洗車機①②（運営者申請分） 
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Ⅱ．事業目的及び概要 

本事業は、揮発油販売業者等が行う、カーボンニュートラル社会に向けたＳＳの事業

再構築を図り、今後も残り続ける石油製品の需要に対して安定供給を確保するために必

要な設備の導入等を行う事業に要する経費の一部を補助する事業です。 

 

（１）予算額（国庫補助金） 

約１８０億円（設備ごとに予算額設定あり） 

 

（２）補助率 

中小企業等…補助対象経費の２／３ 

非中小企業…補助対象経費の１／３ 

石油組合…補助対象経費の２／３ 

※補助率は設備ごとに設定された予算額を超える場合、補助率を２／３又は１／３以下

に按分して交付決定しますので、交付決定額が予定より下回る可能性があります。 

  

１．中小企業等 ： 中小企業基本法第 2条第 1項に基づく次の会社又は個人事業者 

 【小売業の場合】 資本金の額又は出資の総額が 5,000万円以下の会社、又は常時使用する 

従業員の数が 50人以下の会社。 

【卸売業の場合】 資本金の額又は出資の総額が 1億円以下の会社、又は常時使用する従業 

員の数が 100人以下の会社。    

※「卸売業」とは、副特約店等の他の揮発油販売業者に石油製品の卸売りを行うこと。 

※「卸売業」の場合、次のいずれかの書類を提出することが必要になります。 

(1)副特約店等との間で交わした「卸売販売契約等写し」 

(2)「品質維持計画認定申請書写し」及び当該申請書に添付する「申請前流通経路及び申請後 

流通経路証明書並びに品質維持誓約書写し」 

※兼業の場合、直近１年間の売上高が一番大きい事業によって業種が決まります。(決算書類

の提出が必要)小売業または卸売業に該当しない方は、本会まで直接ご連絡ください。 

 ２．非中小企業 ：中小企業者等に該当しない者（みなし大企業、協同組合、地方自治体等含む） 

   ※「みなし大企業」とは、以下の１つ以上に該当する者をいいます。 

①資本金又は出資金が５億円以上の法人に直接又は間接に 100％の株式を保有される中小・

小規模事業者。 

②申請時において、確定している（申告済みの）直近過去３年分の各年又は各事業年度の課税

所得の年平均額が 15億円を超える中小・小規模事業者 
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（３）補助対象設備 

以下の設備。複数設備を申請することは可能ですが、設備ごとの申請となります（P６～

Ｐ８に申請書記載例）。 

①べーパー回収設備 

②地下タンク等の入換 

③地下タンク等の撤去（漏えい防止等対策含む） 

④省エネ型洗車機 

⑤官公需システム 

⑥ＰＯＳシステム（車番認証システム等含む） 

⑦省エネ型ローリー 

⑧タブレット型給油許可システム 

⑨灯油タンク等スマートセンサー 

※①～⑨の各設備の補助対象経費や条件等については、目次「Ⅲ．設備ごとの事業内

容」の各設備のページに記載してありますのでご確認ください。  

  

（４）申請期間 

※予算を超える申請があった場合は、その受付期間中の全ての申請者を対象に各設備

ごとの予算の範囲で、補助率を２／３又は１／３以下に按分して交付決定します。 

※多数の申請があった場合は、交付決定までに時間を要することがありますので、ご承

知置きください。（特に予算を超える申請があった場合は、その受付期間中の全ての

申請案件の交付決定額を確定して超過金額分を算出し、予算の範囲内に按分する必

要があるため、交付決定までに１～２か月程度の時間を要します。） 

 

（５）実績報告書の提出期限 

全ての設置工事が終了し、設置工事に係る代金の支払いが完了しましたら、次の期間内ま

でに実績報告書を提出しなければなりません。 

○事業完了後、３０日以内に提出 

○最終提出期限は、２０２３年２月１０日（石油協会到着日）まで 

 申請期間 

第１回目 ２０２２年３月２４日～ ２０２２年４月２０日（協会到着日） 

第２回目 予算残枠があれば実施予定 
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（６）申請するための要件 

〇本補助金制度を申請される方は、以下の内容を記載した事業継続計画書（所定様式）を

ご提出いただくこととなります（地下タンク等の撤去及び官公需システムに係る申請は除

く）。 

・８年以上、石油製品の安定供給を図り、事業継続すること 

・補助対象設備を導入等することにより、SS の事業継続への取り組み方針を具体的

に記載 

・補助対象設備（資産）の管理や財産処分手続きを適正に履行すること 

 

〇ＰＯＳシステム（車番認証システム等含む）及び省エネ型ローリーを申請される方は、災

害協力要件として、以下の事項について誓約いただくこととなります。 

・災害が発生した場合等は、災害時情報収集システムにより被害状況等の報告を行う

こと 

・SS設備や従業員の安全確保の上地域住民等に可能な限り給油を継続すること 

・災害時情報収集システムの報告訓練に協力すること 

・各都道府県組合の保有ローリーリストに追加し管理すること（ローリーのみ） 

 

（７）本事業の注意事項 

○申請書提出後に本会から送付する「交付決定通知書」の日付以降に発注・契約する設 

置設備が対象です。既に設置しているものや「交付決定通知書」の日付より前に発注・ 

契約しているものは対象となりません。 

 

〇補助金交付前、交付後に関わらず、会社の合併、統合、名称変更、代表者変更等

があるときは、必ず協会に報告してください。 

 

○本補助金の交付を受けて設置する設備（消費税抜きの取得単価５０万円以上）について 

は、「財産管理」を行う必要があります（取得単価は補助金受給額ではありません。）。 

処分制限期間中に対象設備を処分（SS 廃止等による使用中止も含む）する場合、事前

に協会へ処分申請手続きを行う必要があります。処分にあたっては、原則補助金の全

部または一部を返還していただくこととなります。協会ホームページのトップページ内に

「補助金を利用する方はここをクリック…」の内容を必ずご確認ください。詳しくは P１２１ 

「Ⅳ．受給後に生じる義務」に記載してありますのでご確認ください。 
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○申請者資格は、申請時点だけでなく、補助事業実施期間中（補助金受給会計年度

年度内）においても要件を満たしておく必要があります。万が一、補助事業実施

期間中に申請資格要件を満たさなくなった場合は、申請の取消しとなり、補助金

返還が必要になる可能性がありますのでご注意ください。 

 

〇補助事業者による事業内容の虚偽申請、補助金等の重複受給、その他補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律（以下、「適正化法」という。）、補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律施行令、交付規程及び交付決定の際に付し

た条件に関する違反が判明した場合、次の措置が講じられる場合があります。 

・交付決定の取消、補助金等の返還及び加算金の納付 

・適正化法第 29条から第 32条までの規程による罰則 

・相当の期間補助金等の全部又は一部の交付決定の不実施 

・補助事業者等の名称及び不正の内容の公表 

 

○補助事業に係る経理について、以下の通りにしておく必要があります。 

 ・補助金以外の経理と明確に区別し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにして

おいてください。 

 ・当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類（補助金申請手続きに係る全ての書類含む）

について、補助事業完了の日の属する会計年度（４月１日～３月３１日）の終了後５年間

保存しておいてください。 

・当該証拠書類について、国や協会から要求があった時は、いつでも提供・閲覧できるよ

うにしておいてください。 

 

〇本補助金は、国からの補助金を原資として、協会を通じて補助対象者に交付されるもの

であり、法人税法第 42条に規定する国庫補助金等に該当します。 

したがって、本補助金を補助金の交付の目的に適合した固定資産の取得に充てた場合

には、本補助金のうち固定資産の取得に充てられた部分の金額について法人税法第

42条の規定を適用することができます。 

※当該補助金のうち、撤去費等、固定資産の取得以外に充てられた部分の金額につい

ては、法人税法第 42条の規定を適用することはできません。 

※国税庁ホームページの質疑応答事例に「間接交付された国又は地方公共団体の補

助金で取得した固定資産の圧縮記帳の適用について」が掲載されていますので参考に

してください。 
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〇発注先が申請者自身である場合（自社調達を行う場合）は、国の補助事業事務処理マ

ニュアルに基づき、次の通り「利益等排除」を行います。 

 

〇国の予算の支出先、使途の透明化及びオープンデータの取組を政府として推進するた

め、全国石油協会が行う補助事業者への補助金の交付決定等に関する情報（採択日、

採択先（交付決定先）、交付決定日、法人番号、交付決定額等）について、ジービズイン

フォに原則掲載されることとなりますので、事前にご承知置きください。 

（※）ジービズインフォとは、法人番号と補助金や表彰情報などの法人情報を紐づけ、誰

でも一括検索、閲覧ができるシステムです。 【掲載アドレス：https://info.gbiz.go.jp/】 

  

【補助事業における自社調達を行う場合の利益等排除の考え方】 

 補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達等に係る経費がある場

合、補助対象経費の実績額の中に補助事業者自身の利益が含まれることは、補助金交付の目的

上ふさわしくないと考えられます。 

このため、補助事業者自身から調達等を行う場合は、原価（当該調達品の製造原価など※）を

もって補助対象経費に計上します。 

  ※補助事業者の業種等により製造原価を算出することが困難である場合は、他の合理的な説

明をもって原価として認める場合があります。 

 

https://info.gbiz.go.jp/
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（８）申請から補助金交付までの流れ（フロー図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

補助金交付申請書※ 

（ 間接補助事業者 → 石油組合 → 石油協会 ） 

補助金交付決定通知書※ 

（ 石油協会 → 石油組合 →間接補助事業者 ） 

交付決定日以降に着工 → 工事終了 

補助金実績報告書※ 

（ 間接補助事業者 → 石油組合 → 石油協会 ） 

補助事業完了後、３０日以内に提出、 

最終提出期限「２０２３年２月１０日本会必着」 

補助金交付確定通知書※ 

（ 石油協会 → 石油組合 →間接補助事業者 ） 

補助金支払請求書※ 

（ 間接補助事業者 → 石油組合 → 石油協会 ） 

補助金交付 

（ 石油協会 → 間接補助事業者 ） 

※  石油組合非加入者の場合は、申請者と本会が直接手続きを行う。 

審査委員会 

    ・地下埋設物等の入換等事業 

    （地下配管更新工事も含む） 

    ・地下埋設物等の撤去等事業 

    （漏洩防止対策工事も含む） 

審査委員会 

    ・地下埋設物等の入換等事業 

    （地下配管更新工事も含む） 

    ・地下埋設物等の撤去等事業 

    （漏洩防止対策工事も含む） 
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Ⅲ．設備ごとの事業内容 

 

（１）ベーパー回収設備整備事業 予算額：３．９億円 

１．申請者の要件（補助対象給油所の要件） 

○申請者の要件 

本事業を申請できる者は、揮発油等の品質の確保等に関する法律（品質確保法）に基づ

き登録された給油所に、補助対象設備を設置する品質確保法の登録を受けた揮発油販

売業者又は当該給油所の所有者又は貸主。 

但し、次の法令違反等の事項に該当しない者 

①申請資格に関する事項（誓約書（細則様式２）をご確認ください。） 

②暴力団排除に関する事項（暴力団排除に関する誓約書（別紙）をご確認ください。） 

③上記①②については申請会社の役員も含まれます。（役員等名簿（細則様式３）をご確

認ください。） 

※様式は石油協会ホームページよりダウンロードしてください。 

※補助対象設備に関し、他の補助金と重複して利用することはできません。 

 

○補助対象給油所の要件 

補助金受給者は申請時に「事業継続計画書」を提出し、これに基づき次の内容を実施す

る義務が生じます。 

 

事業継続計画書（細則様式１） 

本事業について８年間以上にわたり自社事業を適切に継続・運営し、脱炭素化社会

に向けて地域のライフラインとして欠かせないガソリン、灯油等の石油製品の燃料供

給を継続すること。 

 

２．補助対象設備・補助対象経費 

○補助対象設備 

①ベーパー回収設備（計量機） 

②ベーパー回収設備（荷卸し設備） 

※中古品も対象です。 

 

○補助対象設備の条件 

①ベーパー回収設備（計量機）については、液化回収型に限る。但し、懸垂式については
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液化回収型でないものも認める。 

②既存設備の基数以下に限る。但し、ベーパー回収設備（荷卸し設備）については未設

置の給油所も補助対象とする。 

③ベーパー回収設備（荷卸し設備）については、ベーパー（液化したベーパーを含む）

を回収後、地下タンクに戻す設備に限る。 

 

○補助対象経費 

①本体購入費 

②設置工事費（補助対象設備の設置に直接必要なものに限る。電気工事・土木工事等含

む） 

③消防納付金（消防手続費は補助対象外） 

④既存設備から入換をする場合は、既存設備撤去・処分費 

※消費税、諸経費、一般管理費、消防手続費等は補助対象外 

 

３．補助金上限額 

○１ＳＳあたりの補助率及び補助金上限額は、下表の通りです。 

申請者の企業規模 補助対象経費上限額 補助率※ 補助金上限額 

中小企業等 
９００万円／ＳＳ 

２／３ ６００万円／ＳＳ 

非中小企業 １／３ ３００万円／ＳＳ 

※予算を超える申請があった場合は、その受付期間中の全てのベーパー回収設備整備事

業申請者を対象に、予算の範囲内で補助率を按分して交付決定します。 

 

○補助金額の算出方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ＳＳで同時に申請する場合は、ＳＳごとに求めた「Ｃ．補助金額」を足したもの。 

A．「補助対象経費（発注額のうち補

助金交付の対象となる費用）」 

B．補助対象経費上限額 

９００万円／ＳＳ 

Aまたは Bのいずれか低い額 × 補助率 ＝ C．補助金額※ 
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４．申請の手続き 

○申請時の提出書類 

補助金申請をするときは、以下の書類を石油組合または石油協会に提出してください。 

※様式書類及び別紙は石油協会ホームページよりダウンロードしてください。 

 

① 補助金交付申請書（様式安定供給第１号） 

② 法人の場合は、国税庁の法人番号公表サイトで検索した法人番号の写し 

国税庁 法人番号公表サイト： https://www.houjin-bangou.nta.go.jp 

③ 個人事業者を除いた中小企業等の場合、事業規模を確認する書類として、次のいず

れかの書類 

1) 「商業登記簿謄本写し」（申請日において最新の内容のもの） 

2) 法人税確定申告書に添付する「法人事業概況説明書写し」 

3) 「法人事業税・県民税申告書写し」及び「課税標準の分割に関する明細書写し」 

4) 「法人事業税・県民税申告書写し」及び「均等割額の計算に関する明細書写し」 

5) 「給与所得等の源泉所得税領収書（納付書）写し」  

④ 個人事業者を除いた中小企業等の場合、「みなし大企業」でないことを確認する書類

ケース① 「中小企業等」、「既存設備数：計量機 2 台 荷卸し設備 0 台」のＳＳが、計量

機 2台と荷卸し設備 1台導入   

・事業総額 1,160万円 

内訳：補助対象経費（本体及び工事費等 260万円×計量機 2台、560万円×荷卸

し設備１台）1,080万円、対象外経費 80万円 

・補助金額 

→ 補助対象経費 900万円（上限）×2/3＝600万円 

ケース② 「非中小企業」、「既存設備数：計量機 3台」のＳＳが、計量機 4台を導入 

・事業総額 1,040万円 

内訳：補助対象経費（本体及び工事費等 260万円×計量機 3台）780万円、その他

対象外経費 260万円×計量機 1台）260万円 

・補助金額 

→ 補助対象経費 780万円×1/3＝260万円 
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として、直近３年分の法人税確定申告書の「別表１写し」及び直近の法人税確定申告

書の「別表２写し」 

⑤ 卸売業の場合は、③の書類に加えて次のいずれかの書類 

1) 副特約店等との間で交わした「卸売販売契約等写し」 

2) 「品質維持計画認定申請書写し」及び当該申請書に添付する「申請前流通経路及

び申請後流通経路証明書並びに品質維持誓約書写し」 

⑥ 事業継続計画書（細則様式１） 

⑦ 誓約書（細則様式２） 

⑧ 暴力団排除に関する誓約書（交付規程別紙） 

⑨ 役員等名簿（細則様式３） 

※個人事業者の場合は、本人を記載する 

⑩ 取得財産等の管理・処分に関する誓約書（細則様式４） 

⑪ 運営者に貸与している者が申請者の場合は、次のいずれかの書類 

1) 所有者が確認できる当該施設に係る「建物不動産登記簿謄本写し」、「固定資産税

評価証明書写し」又は「固定資産課税明細書写し」等 

2) 運営者との賃貸借関係を示す「契約書写し」等 

⑫ ２業者以上の競争した見積書写し、又は随意契約の場合は１業者の見積書写し及び

選定理由書 

※見積書は日付のあるもので、申請日時点で有効期限内のもの。 

⑬ 申請する補助対象設備の製品仕様書（パンフレット）等 

※同等の相違する製品で競争見積もりを行う場合は、各々の製品仕様書（パンフレット）

を提出すること 

⑭ 申請給油所の日付入り写真 

※給油所の全景写真、現況設備（入換する設備）の写真、増設の場合は申請する設備

の設置予定箇所の写真 

⑮ 申請給油所等の平面図 

※現況設備（入換する設備）、増設の場合は申請する設備の設置予定箇所がわかる

形で印をつけること 

※地下タンク・配管の記載があること 

⑯ その他協会が要請する書類 

 

５．補助金の支払手続き 

○実績報告書の提出 

全ての設置工事が終了し、設置工事に係る代金の支払いが完了した場合は、次の期間
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内までに実績報告書を提出いただきます。 

 

・補助事業完了後、原則３０日以内に提出 

・最終提出期限は、２０２３年２月１０日（石油協会到着日）まで 

 

○実績報告時の提出書類 

実績報告をするときは、以下の書類を石油組合または石油協会に提出してください。 

※様式書類は石油協会ホームページよりダウンロードしてください。 

 

① 脱炭素社会燃料安定供給対策補助事業実績報告書（様式安定供給第１０号） 

② 「注文書写し」及び「注文請書写し」、又は「契約書写し」 

③ 施工業者が発行した「請求書写し」 

④ 申請者が代金を支払っていることが確認できる書類（金融機関の「振込依頼書」

写し） 

・支払いは、申請者名義で金融機関窓口での振込をしてください。なお、原則、他

の請求書との合算支払はお控えください。 

・インターネットバンキングで振込みを行った場合は、次の◎のいずれかの書類を

添付してください。 

◎「振込みの受付書類」及び「振込みの送金結果（振込み日翌日以降の日付であ

るもの）」写し 

◎「振込みの受付書類」及び「通帳表紙と取引部分のページ写し（当座支払いで

あれば、金融機関から送られてくる当座勘定照合明細書写し）」 

・小切手払いで行った場合は、「小切手の半券写し」及び「金融機関から送られて

くる当座勘定照合明細書写し」 

・現金払いの場合は、領収証写し及び現金出納簿等の写し（現金払いした理由を確

認する場合があります） 

・手形による支払は対象外となりますので注意してください。 

⑤ 設置した補助対象設備の日付入り写真（給油所の全景写真、設置した設備の写真） 

※設置した設備の写真は、工事工程写真（設置前・撤去中・設置中・設置後）の形で     

提出すること 

⑥ 設置した設備の型番と製造番号が確認できる写真 

※同種設備が複数ある場合、全ての設備分を撮影してください。 

※写真から直接番号が読み取れるもの（読めないものは不可） 

⑦ 施工業者からの次のいずれかの書類 
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1)「納品書写し」 

2)「検収書写し」 

3)「作業報告書写し」 

4)その他設置したことがわかる書類 

⑧ 消防申請を行った場合は、次の書類 

1)「変更許可申請書」（消防の受付印があるもの）写し 

2)「許可証」写し 

3)「完成検査申請書」（消防の受付印があるもの）写し 

4)「完成検査済証」写し 

※仮使用承認申請の消防納付金が補助対象経費にある場合は、上記 1)～4)に加えて

次の書類 

5)「仮使用承認申請書写し」（消防の受付印があるもの） 

6)「仮使用承認証写し」 

⑨ 消防届出がある場合は「軽微な変更届出書」写し 

⑩ 「取得財産等管理明細表」（様式安定供給第１８号） 

⑪ その他協会が要請する書類 

 

６．実績報告及び支払等に関する注意事項 

 

・石油協会から申請者への補助金のお支払いは、実績報告書及び添付書類で申請給油

所の要件や代金支払い等の確認を行い、最終的な補助金額をお知らせする「額の確定

通知書」を送付します。 

・申請内容と相違する実績内容であった場合、補助対象要件等を満たしていない場合は、

補助金のお支払いができません。 

・補助金額の確定は、施工業者への支払実績に基づき確定します。 

※支払実績に基づく確定となるため、一旦全額を負担する必要があります。 

※金融機関への払込み手続において代金支払額から送金手数料を差し引いた場合、値

引きの場合は、補助金の額が減額となる場合があります。 

 

７．補助金支払請求書の提出 

 

石油協会より送付された「額の確定通知書」の金額を確認し、補助金支払請求書に必要事

項を記載のうえ、石油組合または石油協会に提出してください。 

※様式書類は石油協会ホームページよりダウンロードしてください。 
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○脱炭素社会燃料安定供給対策補助事業 補助金支払請求書（様式安定供給第１６号） 

※補助金のお支払いは概ね補助金支払請求書が提出された月の翌月末日を目途に送

金する見込みです。 
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（２）地下タンク等入換 予算額：２４．２億円 
 

１．地下タンク等の入換等工事の詳細 

○事業内容：既設の地下タンク・地下配管をニ重殻タンク・樹脂製配管等に入れ換える工事

（樹脂製配管等のみを入れ換える工事を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：申請者の資格 

品質確保法に基づき登録された給油所を運営する揮発油販売業者等が行う既設の地下

タンク・地下配管をニ重殻タンク・樹脂製配管等に入れ換える工事について次の条件を満

たす者。 

 

（条件） 

○直近３年間の財務状況がわかる資料及び今後８年間の長期経営計画を提出し、事業

継続可能性等について、審査委員会により認められた者。 

※申請給油所の所有者と運営者が異なる場合、上記の条件を満たす申請給油所の運

営者と所有者が共同（連名）で申請すること。 

※申請給油所の所有者と運営者が異なり所有者が申請する場合には、長期経営計画

は、所有者と運営者双方とも作成し申請すること。 

※賃貸借契約等で賃借人である当該給油所運営者（所有者ではない者）が賃貸人（当

該給油所の所有者）の地下タンクと地下配管を撤去し、賃貸人の所有物として新た

に地下タンクと地下配管を設置する義務を負う契約内容となっている場合は、ご相談

ください。 

 

Ｂ：申請給油所等の資格 

○既設の地下タンク・地下配管をニ重殻タンク・樹脂製配管等に入れ換える工事について

次の全ての条件を満たしていること。 

ア）次の要件を満たす地下タンク又は地下配管が現に存在すること。 

・石油製品又は廃油の用途に使用している地下タンク 

・石油製品又は廃油の用途に使用している地下配管 

イ）入れ換えを行う地下タンク及び地下配管については、次の要件を満たすこと。 

・地下タンクは、石油製品又は廃油の用途に使用するニ重殻タンクであって、漏洩

検知装置付のものとする。 

・「地下タンク等の入換等工事」を行う場合、次の「Ａ：申請者の資格」と

「Ｂ：申請給油所の資格」の両方を満たしていることが前提です。 

・直近３年間の「財務状況がわかる資料（税務署に提出した決算書類等）」及

び今後８年間の「長期経営計画書（協会様式）」を提出し、審査委員会によ

り認められた者。 

・「財産管理・財産処分について」の事項について遵守できること。 
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・地下配管は、原則、石油製品（揮発油、軽油、灯油及び重油）の用途に使用する

樹脂製配管(ＦＲＰ配管を含む)とし、廃油の用途に使用する配管は、樹脂製配管

又はポリエチレン被覆鋼製配管とする。 

ウ）申請給油所の地下タンク・地下配管入換等工事に伴い使用しなくなる地下タンク

及び地下配管は、原則全て撤去すること。（撤去しない場合は、補助金が交付さ

れない場合があります。） 

エ）地下タンク・地下配管の入換工事及び設置工事に伴い、消防法に定める次の書類

を実績報告書提出時に提出すること。 

・消防法に規定する「危険物取扱所変更許可申請書」写し。 

但し、全面改装の場合は「危険物取扱所廃止届」写し及び「危険物取扱所設置許可

申請書」写し。 

・上記申請書に添付する「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」（構造・材質の記述が

あること）写し。 

・当該許可申請書に係る消防法に規定する「完成検査済証」写し。 
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●「長期経営計画」の記入方法 

・「過去の決算状況」：決算書に基づく決算額を記載 

  ※給油所を複数運営している者は会社全体の決算金額にて算出ください。 

 ・「経営計画」：これまでの財務状況や地下タンクを入れ換えたことによる申請給油所の経営効率化

の促進、経営環境の変化等を考慮して、概算額を記載 

【記入例】 

過去の決算状況 経営計画（見込み） 

３期前 ２期前 直近期末 
１年目 

(2022年) 

２年目 

(2023年) 

３年目 

(2024年) 

①石油製品販売量（KL） 
(揮発油・軽油・灯油の合計)  

3,636 3,670 3,700 3,750 

対前年度比（％）  100.9 100.8 101.4 

②売上高（千円） 
(石油製品以外の売上を含む) 

751,229 766,253 768,170 770,000 771,540 773,083 

対前年度比（％）  102.0 100.3 100.2 100.2 100.2 

③仕入・経費（千円） 
(売上原価・販売費及び一般管理費) 

677,746 698,078 712,039 715,000 717,860 720,731 

対前年度比（％）  103.0 102.0 100.4 100.4 100.4 

④営業利益（千円） 
(②から③を差し引いた額) 

73,483 68,175 56,131 56,700 57,000 57,285 

対前年度比（％）  92.8 82.3 101.0 100.5 100.5 

  

  

経営計画（見込み） 

４年目 

(2025年) 

５年目 

(2026年) 

６年目 

(2027年) 

７年目 

(2028年) 

８年目 

(2029年) 

①石油製品販売量（KL） 
(揮発油・軽油・灯油の合計) 

3,800 3,850 3,900 3,950 4,000 

対前年度比（％） 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 

②売上高（千円） 
(石油製品以外の売上を含む) 

774,629 776,178 777,730 779,285 780,844 

対前年度比（％） 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 

③仕入・経費（千円） 
(売上原価・販売費及び一般管理費) 

723,614 726,508 729,414 732,332 735,261 

対前年度比（％） 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 

④営業利益（千円） 
(②から③を差し引いた額) 

57,571 57,859 58,148 58,439 58,731 

対前年度比（％） 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 

※添付書類：直近３期分の決算書類 
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２．補助金の額 

①補助対象項目：補助対象項目は、専用見積書の項目のうち、次の５項目（専用見積書の網

掛け部分の項目）となります。 

 

 

 

 

 

 

②補助対象経費と基準単価：「①補助対象項目」にあたる見積書の単価と、本会が設定してい

る項目ごとの基準単価（作業項目ごとに上限単価を設定）を比

較し、いずれか低い単価に数量を乗じて得た項目ごとの額の合

計額が補助対象経費(上限額あり)となります。 

 

③補助対象経費上限額、補助率及び補助金上限額 

※予算を超える申請があった場合は、受付期間中の全ての地下タンク等入換等工事又は地

下埋設配管入換等工事申請者を対象に、予算の範囲内で補助率を按分して交付決定しま

す。 

 

④補助金の額：「②補助対象経費と基準単価」により算出した補助対象経費(工事工程毎に上

限額あり)に「補助率」を乗じ求めた額が補助金の額となります。 

 

＊申請に基づき審査された補助金の額が限度となり、実際に交付する補助金と異なる場合

があります。 

 

  

１．共通仮設等費 

２．解体工事 

３．給油設備・部品等（地下タンク・地下配管の本体を含む） 

４．給油設備工事 

５．設計・申請手続費（消防納付金に限る） 

工事種類 企業規模 
補助対象経費上限額 

(土壌浄化費用を含む) 
補助率 

補助金上限額 
(土壌浄化費用を含む) 

地下タンク等の 

入換等工事 

中小企業等 
４，５００万円 

２／３ ３，０００万円 

非中小企業 １／３ １，５００万円 

地下埋設配管の 

入換工事 

中小企業等 
３，０００万円 

２／３ ２，０００万円 

非中小企業 １／３ １，０００万円 
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ア）交付決定額（補助金の額）算出のイメージ 

交付決定額（補助金の額）は、工事費総額のうち「補助対象経費(上限額あり)」に補助率を乗

じて求めます。 

そのため、工事費総額に補助率を乗じた額より少なくなりますのでご注意ください。 

 

 

例：工事費総額 5,000万円、うち補助対象経費 4,500万円、補助率 2/3の場合 

 
 

 

 

※見積額には、補助対象外の経費が含まれていますので、補助率が 2/3の場合であっても

交付決定額は必ずしも見積額の 2/3にはなりません。 

補助対象外の経費が多いほど自己負担が増すこととなります。 

 

 

 

イ）補助対象経費の考え方(例：補助率 2/3の場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 
※補助金の額の例：360万円(補助対象経費)×2/3（補助率）＝240万円(補助金の額) 

 

 

  

 
 

補助対象経費 
（低い単価×数量） 

（上限額あり） いずれか低い単価を採用 

 

石油協会基準単価 

見積項目１   120,000 円 × ４ 

見積項目２   130,000 円 × ３ 

見積項目３   140,000 円 × ２ 

         ・ 

   計   5,000,000円 

補助対象の費用 

見積項目１  100,000 円 × ４ ＝ 400,000円 

見積項目２  130,000 円 × ３ ＝ 390,000円 

見積項目３  120,000 円 × ２ ＝ 240,000円 

         ・ 

合計            3,600,000円 

見 積 書 

見積項目１   100,000 円 × ４ 

見積項目２   150,000 円 × ３ 

見積項目３   120,000 円 × ２ 

          ・ 

  計   4,800,000円     

補助対象経費=360万円 
（低い単価×数量） 

（上限額あり） 

交付決定額（補助金額）の算出イメージ 

工事費総額 

（5,000 万円） 

補助対象経費 

（うち 4,500 万円） 

交付決定額＝3,000 万円 

（4,500 万円×2/3） 
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３．事業実施にあたっての注意点 

①入換等工事に関する注意点 

※交付決定は、受付期間終了後に開催する審査委員会での審査を経て行います。 

ア）事前着工は不可 

申請書類を本会で審査し不備等が無ければ、交付決定通知書（工事開始許可）を送付し

ます。工事着工は、工事開始許可後でないと補助金交付の対象となりません。万一、許

可前に工事を開始した場合は、補助金が交付されませんので十分注意してください。 

イ）重複申請は不可 

本事業の交付の対象となる設備に関して、他の補助金と重複して申請することはできま

せん。 

なお、本事業の設備導入補助金(ﾍﾞｰﾊﾟｰ回収計量機、省エネ型洗車機等)を利用する方

は、撤去費用等に含まれないよう施工業者とご調整ください。 

ウ）分割発注は不可 

本事業を利用する場合、いずれの工事も複数の施工業者に分割して発注することを認め

ていません｡必ず１事業者に発注してください。 

エ）見積書の取り方 

本事業専用見積書を使用し、必ず２業者以上から同一内容の見積書を取得してください。

（原本を提出） 

（専用見積書の様式は、本会ホームページからダウンロードできます。） 

オ）他の補償(補助)金の重複禁止 

道路拡幅工事等により、国や地方自治体等から地下タンク・地下配管等にかかる補償金

等を受けている場合は、本補助金の交付対象となりません。 

カ）発注先の要件等 

・受注する工事の全部または一部を自ら施工することができる事業者 

・不適格要件に該当しない事業者 

【不適格要件】：本会が実施する補助事業に関し、不正又は不誠実な行為を行い本会か

ら処分を受けた者で、その執行を終えた日から 2年を経過しない者 

・見積書を取得した施工業者の中から、最も安価な事業者に発注してください。 

キ）工事代金の支払について 

補助金は、「地下タンク等入換等工事又は地下埋設配管入換等工事」にかかった工事費

用の支払を確認した上で交付しますので、一旦工事費用を自己負担する必要がありま

す。 

ク）工事工程写真について： 

工事工程写真に不備があると、その作業工程について補助対象項目から減額となる場合

がありますので、施工業者に確実に写真を撮るよう指示してください。 

 

②地下タンク等(地下タンク、地下配管)に関する注意点 

ア）新たに設置する地下タンクの種類 

新たに設置する地下タンクは、漏洩検知装置付きのニ重殻タンクでなければ補助の対象
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となりません。 

イ）新たに設置する地下配管の種類 

新たに設置する石油製品に使用する配管は、樹脂製配管（ＦＲＰ製配管を含む）とし、廃

油に使用する配管は、樹脂製配管又はポリエチレン被覆鋼製配管のいずれかでなけれ

ば補助の対象となりません。 

※石油製品（廃油は除く）に使用する配管材を上記以外の配管を使用した場合には、補助

金交付がされない場合があります。 

 

 

４．工事内容が変更になる場合：様式は、本会ホームページからダウンロードしてください。 

当初の工事内容が変更になる場合は、変更となる工事箇所を着工する前に、変更に関する以

下の手続が必要となります。 

 

ア）変更内容に基づく見積書の取得 

変更する内容に基づき、本事業専用見積書様式で工事請負業者から改めて見積書を取

得してください。この見積書には、変更箇所以外の作業項目も含めた全ての費用を計上

するようにしてください。 

イ）計画変更申請手続き 

「脱炭素社会燃料安定供給対策補助事業計画変更等承認申請書（様式安定供給第５

号）」を作成し、申請窓口に提出してください。 

ウ）変更見積書に基づく工事請負契約書の締結 

提出された書類を本会で確認し、記載内容及び添付書類に不備が無ければ、本会から

申請者に対し「脱炭素社会燃料安定供給対策補助事業計画変更等承認通知書（様式安

定供給第６号）」を送付しますので、承認通知日以降に、変更見積書に基づき、工事請負

業者と「変更工事請負契約書」を取り交わしてください。 

エ）工事着工 

ウ）の変更契約完了後に、変更工事を開始してください。 

 

・「脱炭素社会燃料安定供給対策補助事業計画変更等承認通知書（様式安定供給第

６号）」が届く前に契約した場合は、補助金の対象外となります。 

・計画変更により工事金額が増額となった場合でも、補助金額は、申請当初の「交付決

定額」が上限となります。(土壌等の汚染浄化工事の場合を除く) 

 
５．土壌等の汚染浄化工事 

「地下タンク等入換等工事又は地下埋設配管入換等工事」の工事途中で油漏れが確認された

場合には、以下に基づいて土壌等の浄化工事についても補助金が受けられます。 

但し、補助金の額は、すでに交付決定を受けている該当工事の補助対象経費に浄化工事に

係る補助対象経費を加算した合計額と補助対象経費の上限額 4,500 万円(地下埋設配管の入

換工事は上限 3,000万円)のいずれか低い額に、補助率を乗じた額となります。 
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①土壌等の浄化工事に関する補助金を受けるための条件（次の全ての要件を満たす工事） 

ア）地下タンク等の入換等工事又は地下埋設配管の入換等工事の交付決定を受けてい

ること。 

イ）土壌状況調査を実施し、ベンゼン・鉛が環境基準値を超えていること。 

ウ）地方自治体に提出する「汚染拡散防止計画書」等に基づき、汚染土壌等を浄化するこ

と。（シートパイル等で汚染を囲い込む場合は対象外） 

エ）地方自治体に提出する「汚染拡散防止計画書」等に「汚染の状況（汚染物質）と汚染

範囲」、「浄化方法」、「浄化工程と浄化期間」、「浄化業者及び浄化完了確認調査業者」

等が記載されていること。 

オ）「汚染拡散防止計画書」等が、地方自治体に受理されていること。 

カ）「汚染拡散防止計画書」等に基づく浄化工事終了後、地方自治体に「汚染拡散防止措

置完了届」等が受理され、申請している地下タンク等の撤去工事又は地下タンク等の

入換等工事が終了し、本会の指定する日までに、実績報告書を提出できること。 

 

②土壌等の浄化工事実施に関する注意点 

ア）油漏れが発覚した時点で、施工中の工事を中止してください。 

イ）所轄消防署、地方自治体関係部署、本会に報告してください。 

 

③土壌等の浄化工事に関する補助金の申請について 

土壌等の浄化工事に関する補助金を受けるには、既に申請している地下タンク等の入換

等工事に関する申請とは別に、浄化工事部分に関する計画変更申請をしなければなりま

せん。 

 

 

 

 
 

ア）「汚染拡散防止計画書」等の作成について 

「①土壌等の浄化に関する補助金を受けるための条件」を満たすよう「汚染拡散防止計

画書」等を下記の点に注意し作成するよう、施工業者に指示してください。 

・地方自治体と本会の両方が求める条件を記載するようにしてください。 

・補助金を受けるための条件が記載されないまま地方自治体に受理されてしまうと、補

助金が受けられない場合がありますので、地方自治体に提出する前に、原案を本会

に確認してください。 

イ）見積書について 

・見積書には、土壌等の浄化に関する費用と浄化完了確認調査費用を計上してください。 

・見積書は、「汚染拡散防止計画書」等に記載されている「浄化業者」又は「浄化完了確

認調査業者」から求めてください。 

土壌等の浄化工事は、本会からの工事開始許可（計画変更承認通知）後に変更し

た内容に基づいた契約締結(受発注を含む)をして工事等を開始してください。万

一、許可前に工事を開始した場合は、補助金が交付されませんので十分注意して

ください。 
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・見積書の様式指定はありません。 

・「汚染拡散防止計画書」等に記載されていない作業費用は、補助金の対象外となり

ます。 

ウ）提出書類について 

・脱炭素社会燃料安定供給対策補助事業計画変更等承認申請書（様式安定供給第５

号）（様式は、本会ホームページからダウンロードできます。） 

・「汚染拡散防止計画書」等 

・見積書 

・日付入り現況写真 

・その他本会が要請する書類 

 

④対象となる費用 

地方自治体等に提出する｢汚染拡散防止計画｣等を履行するための費用。 

 

 ・汚染状況を特定するための詳細調査費用は対象となりません。 

・消防機関等からの指示による応急措置にかかる費用は対象となりません。 

 

 

 

 

 

６．申請時に必要な書類：各様式は本会ホームページからダウンロードしてください。 

●地下タンク等の入換等工事（配管のみの入換工事を含む） 

①補助金交付申請書(様式安定供給第 1号) 

②国税庁の法人番号公表サイトで検索した法人番号の写し 

③誓約書（審査判定基準様式１） 

④誓約書(暴力団排除に関する誓約事項：審査判定基準様式２） 

⑤取得財産等の管理・処分に関する誓約書（審査判定基準様式６） 

⑥事業継続計画書（審査判定基準様式５） 

⑦補助金で取得した財産に関する申告書 

⑧役員等名簿（個人事業主の場合でも「役員等名簿」を提出してください。：審査判定基準

様式３） 

⑨企業規模を確認する書類として次のいずれかの書類の写し（申請時において最新の内容

であるもの）(※地方自治体は、地方自治体であることを証する書類) 

*｢商業登記簿謄本｣ 

*｢法人事業概況説明書｣ 

*｢法人県民税・法人事業税申告書｣及び「課税標準の分割に関する明細書」 

*｢法人県民税・法人事業税申告書」及び「均等割額の計算に関する明細書」 

*｢給与所得等の源泉所得税領収書（納付書）｣ 

＊卸売業者の場合：上記いずれかの書類に加え次のいずれかの書類の写し（申請時にお

 

予算残額により、浄化工事に関する補助金を受けられない場合があります。 
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いて最新の内容であるもの） 

*副特約店等との間で交わした｢卸売販売契約書｣ 

*｢品質維持計画認定申請書｣及び当該申請書に添付する｢申請前流通経路及び申請後

流通経路証明書並びに品質維持誓約書｣（副特約店等の署名捺印のあるもの）  

⑩今後８年間の長期計画(※所有者と運営者が異なる場合には双方作成) 

⑪税務署に提出した直近３期分の決算書類等写し(税務署受付印のあるもの) 

法人の場合 

（右記の５種類） 

a：事業年度分の法人税確定申告書・別表１(各事業年度の所得に

係る申告書) 

b：上記確定申告書の別表２(同族会社等の判定に関する明細書) 

c：決算報告書の表紙・d：貸借対照表・e：損益計算書等 

個人事業主の場合 

（右記の２種類） 

ａ：所得税及び復興特別所得税の申告書Ｂ 

b：所得税青色申告決算書等 

※電子申告の場合：「電子申告済」と記載されたものか、上記書類に加え税務署からの

受領メール(受付けたことが判るもの) 

⑫地下タンク(タンク・配管)の確認書類 

*「地下貯蔵タンク構造及び設置年月日照合願い」（審査判定基準様式４）又は次の「３点

の消防書類」 

1.「危険物取扱所設置許可申請書又は危険物取扱所変更許可申請書」、2.「地下タンク

貯蔵所構造設備明細書」並びに 3.「完成検査済証」(いずれも写し) 

⑬見積書原本（２業者以上） 

⑭発注する施工予定業者の「商業登記簿謄本」写し又は建設関係事業を行う者であること

が確認できる書類写し 

⑮発注する施工予定業者の者で、工事中現場に常駐する者の「甲種又は乙種第４類危険

物取扱者免状」写し 

⑯発注する施工予定業者の下請けとして他の施工業者がある場合は、作業役割が確認で

きる「現場組織表」 

⑰申請給油所の最新の日付入り現況写真(見積書に撤去計上されている地上部分の項目

は必須) 

⑱現 況 平 面 図（地下タンクの油種・容量及び配管が記載されているもの） 

⑲設置予定平面図（地下タンクの油種・容量及び配管が記載されているもの） 

⑳給油所等施設の所有者を確認する書類 

*「建物不動産登記簿謄本」の写し（申請時において最新の内容であるもの）又は「固定資

産税評価証明書」等の写し（申請時において最新の内容であるもの） 

※申請給油所の所有者と運営者が異なる場合は、「給油所賃貸借契約書」写し 

㉑その他本会が要請する書類 

※ご提出いただいた申請書類は、原則お戻しすることは致しません。  



32 

 

７．実績報告書の提出 

〇実績報告書（様式安定供給第１０号）は、補助事業完了後(工事代金の支払)、３０日以内に

提出してください。 

○最終提出期限は、２０２３年２月１０日（協会到着日） 

※最終提出期限の期間延長はありません（厳守）。 

最終提出期限を過ぎた場合、補助金のお支払いができなくなる場合がありますので十分

ご注意ください。 

 

 

８．実績報告時に必要な書類：各様式は本会ホームページからダウンロードしてください。 

○地下タンク等の入換等工事 

①補助事業実績報告書 (様式安定供給第１０号) 

※実績報告書の添付書類は、以下の通りです。 

②「工事契約書」写し又は「受注書及び発注書」写し 

③工事請負業者が発行した「工事代金支払請求書」写し 

④申請者が代金を支払っていることが確認できる書類（金融機関の「振込依頼書写し） 

・支払いは、申請者名義で金融機関窓口での振込をしてください。なお、原則、他の請求

書との合算支払はお控えください。 

・インターネットバンキングで振込みを行った場合は、次の◎のいずれかの書類を添付し

てください。 

◎「振込みの受付書類」及び「振込みの送金結果（振込み日翌日以降の日付であるも

の）」写し 

◎「振込みの受付書類」及び「通帳表紙と取引部分のページ写し（当座支払いであれ

ば、金融機関から送られてくる当座勘定照合明細書写し）」 

・小切手払いで行った場合は、「小切手の半券写し」及び「金融機関から送られてくる当座

勘定照合明細書写し」 

・現金払いの場合は、領収証写し及び現金出納簿等の写し（現金払いした理由を確認す

る場合があります） 

・手形による支払は対象外となりますので注意してください。 

※金融機関への払込み手続において工事代金支払額から送金手数料を差し引いた場合

や値引きがある場合には、補助金の額が減額となる場合があります。 

⑤日付入り工事工程写真 

⑥消防法に基づく「危険物取扱所変更許可申請書」写し又は「危険物取扱所廃止届」写し、

「危険物取扱所設置許可申請書」写し（市町村長（消防署等）の受領印のあるもの）及び

「地下タンク貯蔵所構造設備明細」写し 

・当該許可申請に係る消防法に基づく「設置許可書(｢仮使用許可書｣を含む)」写し 

・当該許可申請に係る消防法に基づく「完成検査済証」写し 

※当該給油所の運営者ではなく所有者が申請した場合にあっては、品確法に基づく「揮

発油販売業登録申請書」写し（工事終了後に当該給油所を運営する者のもので、経済
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産業局の受領印（又はそれに代わるもの）のあるもの） 

⑦次のいずれかの地下タンク処分に関する「廃棄物処理証明書等」＋「廃棄物処理証明書

にかかる許可証等」 

*ａ：「マニフェスト伝票（Ｄ票又はＥ票）」写し＋マニフェスト伝票に係るｂ：「産業廃棄物収

集運搬業許可証」写し及びｃ．「産業廃棄物処分業許可証」写し 

*ａ：「有価物受入証明書」写し＋「有価物受入証明書」に係るｂ：「廃棄物再生事業者許

可証、金属くず商許可証、又は、古物商許可証」写し 

⑧工事請負業者と下請事業者間の契約等に関する書類の写し 

⑨取得財産等管理明細表(様式安定供給第１８号) 

⑩検収書の写し 

⑪その他本会が必要に応じて要請する書類 

 

 

９．補助金支払請求書の提出：様式は本会ホームページからダウンロードしてください。 

○石油協会より送付された「額の確定通知書」の金額を確認し、補助金支払請求書に必要事

項を記載のうえ、石油組合または石油協会に提出してください。 

○申請内容と相違する実績内容かつ、補助対象要件等を満たしていない場合は、補助金のお

支払いができない場合もあります。 

 

※補助金の支払いは概ね補助金支払請求書が提出された月の翌月末日を目途に送金す

る見込みです。 
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10．写真の撮り方 

工事工程写真は、補助の対象となる工事を確実に行っているかどうかを確認するための重要

な書類です。(写真で工事工程が確認できない場合、減額となる場合があります） 

交付決定時に送付する「給油所工事の注意点について」で示した作業項目を、同紙に記載されて

いる写真の撮り方に注意してください。具体的には、作業日・作業箇所等作業内容を確実に撮影

するよう、施工業者に指示してください。 

 

以下に地下タンク等の入換等工事についての代表的な工事工程の事例を示しますので、参考にし

てください。 

 

・山留め工事（良い例：施工範囲が確認できる） 

 

・山留め工事（悪い例：施工範囲が一部しか確認できない） 
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・油処理（残油処理(油抜き)：地下タンク内）：作業中のタンクが特定できるように土間や工事用

看板等に番号や油種等を書込む工夫をしてくださ

い。 

（水入れ・中和剤、水抜き及び窒素充填も同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・キャノピー解体（撤去中）              ・キャノピー解体（撤去後） 

 

・計量機撤去中                     ・計量機積み込み 

※ノズルの数が分かるように撮影すること。 
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※地下タンク等の入換等工事の撤去部分の補助目的は､使用しなくなる地下タンク及び地下

配管の撤去のため、以下の写真のように撤去したことが確認できる工事工程写真が提出さ

れませんと、補助金支払いが困難となる場合がありますので、十分に留意してください。 

 

・地下タンクの撤去（地中から引上げ、運搬車の積載時に番号が見えること） 

 

・地下配管の撤去 

地下配管の撤去工事は、埋設状況によっては配管の種類や場所を特定し難く、確実に撤去さ

れていることを確認できない可能性があるため、出来るだけ多く写真を提出してください。 
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                                   ※車両に配管を積込した写真は必要 

 

 

・埋め戻し（山砂等を当該工事現場以外から運搬されていることが確認できる） 

 

・整地（重機等で土砂を均していることが確認できる） 
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・タンク設置（写真には工事日がわかるように日付を入れる） 

 
 

 

・配管設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・計量機設置                      ・完成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               悪い例：日付の入った工事看板もなく、右下に日付の写り込みもない 
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（３）地下タンク等撤去・漏えい防止事業 予算額：６．５億円 

 

Ａ１．地下タンク等の撤去等工事の詳細 

○事業内容：給油所閉鎖時における、地下タンク・配管を撤去する工事 

 

 

 

Ａ：申請者の資格：財務状況の厳しい者（具体的な条件は.41ページ参照）であって 

ア）、イ）、ウ）のいずれかに該当する者 

ア）申請給油所を所有し運営している揮発油販売業者。 

イ）閉鎖した申請給油所を所有し運営していた揮発油販売業者で、申請給油所の

揮発油等の品確法に基づく登録失効日が、本事業の申請の日から起算して３

年を超えない者。 

ウ）下記のいずれかの理由で、給油所運営者が給油所を運営できなくなった場合

には、運営者である他社（他者）に給油所を貸与していた所有者。（他社（者）

は、申請給油所の品確法に基づく登録失効日が、本事業の申請の日から起

算して３年を超えない者） 

 （運営できなくなった理由） 

・賃借人である運営者（他者）が、申請時点より３年以内に死亡した場合。 

・賃借人である運営者（他社・他者）が、申請時点より３年以内に倒産（破産）し

た場合。 

・賃借人である運営者（他社・他者）と交わした給油所賃貸借契約を、申請時

点より３年以内に解約している場合。 

 

※上記イ）、ウ）の場合には、申請時に申請給油所の品確法登録を廃止している

ことがわかる書類（品確法に基づく「廃止届」写し、又は「変更登録申請書」写し

（経済産業局の受領印（又はそれに代わるもの）のあるもの）の提出が必要と

なります。） 

※賃貸借契約等で賃借人である当該給油所運営者(所有者ではない者)が撤去

工事の義務を負う契約内容となっている場合は、ご相談ください。 

 

Ｂ：申請給油所の資格：次の全ての要件を満たす給油所 

ア）品確法の登録給油所において石油製品又は廃油の用途に使用していた地下タ

ンク又は地下配管が現に存在すること。 

・「撤去等工事」を行う場合、次の「Ａ：申請者の資格」と「Ｂ：申請給油所の資格」の両方

を満たしていることが前提です。 
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イ）地下タンク及び地下配管については、全て撤去※すること。 

ウ）地下タンク・配管撤去工事に伴い消防法に規定する危険物取扱施設の廃止に関

する届出及び品確法に規定する廃止届又は変更登録を行うこと。 

 

※地下タンク･地下配管を全て撤去しない場合は、申請給油所の資格を満たしてい

ないこととなり、補助金が交付されません。 
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○「財務状況の厳しい者」の確認方法： 

直近期末の決算書等にて、下記のいずれかの条件に該当する者。 

（直近期末の決算書等にて下記のア）、イ）及びウ）のいずれにも条件が該当しない

者は、過去３期(直近期末を含めて)の決算等のうち１期分において条件に該当すれ

ば可。その場合決算書類は該当年度だけではなく過去３期全て提出すること） 

 

ア）申請者の直近期末の決算書等における当期純利益が、申請する工事費における補助対

象経費の合計額（専用見積書の網掛け部分の金額の合計額）に満たない者。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期純利益（Ａ） ＜ 見積書上の補助対象経費の合計額（Ｆ） 

 

 

（別紙：財務状況の判定） 

１．決算（会社全体） 

 ２．貸借対照表に基づく財務状況（会社全

体） 

売上高 千円  
 

純資産額（Ｂ） 千円 

売上原価 千円 
 

固定資産額（Ｃ） 千円 

売上総利益 千円 
  

 

販売費・一般管理費 千円 
 

現金・預金（Ｄ） 千円 

営業利益 千円 
 

借入金（Ｅ） 千円 

営業外収益 千円 
 

※実際の補助金額は見積額と基準単価を比較し

た金額が基準となります。 

営業外損失 千円 
 

経常利益 千円 
 

特別利益 千円 
 

特別損失 千円 
 

税引前当期利益 千円 
 

見積書上の補助対象経費の合計額※（Ｆ） 

（専用見積書の網掛け部分の額、千円未満切り捨

て） 法人税等 千円 
 

当期純利益（Ａ） 千円 
 

千円 

※当期純利益(Ａ)欄には、損益計算書等の最終利益(損失)を必ず記載。(個人は総所得) 
  

３．決算（申請ＳＳの揮発油販売の決算） 備考 

売上高 千円 申請ＳＳの揮発油店頭売上高１）を記入 

売上原価 千円 申請ＳＳの揮発油店頭売上原価２）を記入 

売上総利益 千円 申請ＳＳの売上高－売上原価を記入 

販売費・一般管理費 千円 申請ＳＳの販売費・一般管理費３）等を記入 

営業利益 千円 

「申請ＳＳの揮発油販売利益比率」 
（申請ＳＳの揮発油販売営業利益／会社全体の営業利益）で求める 

「     ％ 」 

当期純利益（Ｇ） 千円 会社全体の「当期純利益」に上記比率をかけて求める 

  

当期純利益（Ａ） 見積書上の補助対象経費の合計額

（Ｆ） 

（網掛け部分の費用の合計） 

見積書上の補助対象経費の合計額 

（網掛け部分の費用の合計） 

別紙：財務状況の判定 
　年　　月　　日

見 積 先 殿
この見積書の有効期間は３ヶ月間です。

本見積書に関するお問い合わせは下記までお願いします。

合 計 金 額 円
（消費税含む） 郵 便 番 号

工 事 名 住 所

工 事 場 所 会 社 名

工 期 代 表 者 名

支 払 条 件 電 話 番 号

備 考 フ ァ ク ス 番 号
見 積 作 成 担 当 者 名

工 事 名 数量 単位 備　　　　　考

１．共通仮設等費 式

２．解体工事 式

値引

工事費計

消費税(10%)

金　　　　額

合　　　　　　計

脱炭素社会における燃料安定供給対策補助事業　申請用見積書（撤去工事用）

見積業者記入欄（社印を必ず押印すること）
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（別紙：財務状況の判定） 

１．決算（会社全体） 

 ２．貸借対照表に基づく財務状況（会社全

体） 

売上高 千円  
 

純資産額（Ｂ） 千円 

売上原価 千円 
 

固定資産額（Ｃ） 千円 

売上総利益 千円 
  

 

販売費・一般管理費 千円 
 

現金・預金（Ｄ） 千円 

営業利益 千円 
 

借入金（Ｅ） 千円 

営業外収益 千円 
 

※実際の補助金額は見積額と基準単価を比較し

た金額が基準となります。 

営業外損失 千円 
 

経常利益 千円 
 

特別利益 千円 
 

特別損失 千円 
 

税引前当期利益 千円 
 

見積書上の補助対象経費の合計額※（Ｆ） 

（専用見積書の網掛け部分の額、千円未満切り捨

て） 法人税等 千円 
 

当期純利益（Ａ） 千円 
 

千円 

※当期純利益(Ａ)欄には、損益計算書等の最終利益(損失)を必ず記載。(個人は総所得) 
  

３．決算（申請ＳＳの揮発油販売の決算） 備考 

売上高 千円 申請ＳＳの揮発油店頭売上高１）を記入 

売上原価 千円 申請ＳＳの揮発油店頭売上原価２）を記入 

売上総利益 千円 申請ＳＳの売上高－売上原価を記入 

販売費・一般管理費 千円 申請ＳＳの販売費・一般管理費３）等を記入 

営業利益 千円 

「申請ＳＳの揮発油販売利益比率」 
（申請ＳＳの揮発油販売営業利益／会社全体の営業利益）で求める 

「     ％ 」 

当期純利益（Ｇ） 千円 会社全体の「当期純利益」に上記比率をかけて求める 

  

イ）申請者の直近期末の決算書等において、「純資産額」が「固定資産額」未満である者。 

 

 

 

 

 

 

 

純資産額（Ｂ） ＜ 固定資産額（Ｃ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ）申請者の直近期末の決算書等において、「現金及び預金の合計額」が「借入金

額の合計」未満である者。 

 

 

 

 

 

 

現金・預金の合計額（Ｄ） ＜ 借入金額の合計（Ｅ） 

直近期末
の決算

現金・預金

直近期末
の決算

借入額

直近期末
の決算

純資産額

直近期末
の決算

固定資産額

別紙：財務状況の判定 
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（別紙：財務状況の判定） 

１．決算（会社全体） 

 ２．貸借対照表に基づく財務状況（会社全

体） 

売上高 千円  
 

純資産額（Ｂ） 千円 

売上原価 千円 
 

固定資産額（Ｃ） 千円 

売上総利益 千円 
  

 

販売費・一般管理費 千円 
 

現金・預金（Ｄ） 千円 

営業利益 千円 
 

借入金（Ｅ） 千円 

営業外収益 千円 
 

※実際の補助金額は見積額と基準単価を比較し

た金額が基準となります。 

営業外損失 千円 
 

経常利益 千円 
 

特別利益 千円 
 

特別損失 千円 
 

税引前当期利益 千円 
 

見積書上の補助対象経費の合計額※（Ｆ） 

（専用見積書の網掛け部分の額、千円未満切り捨

て） 法人税等 千円 
 

当期純利益（Ａ） 千円 
 

千円 

※当期純利益(Ａ)欄には、損益計算書等の最終利益(損失)を必ず記載。(個人は総所得) 
  

３．決算（申請ＳＳの揮発油販売の決算） 備考 

売上高 千円 申請ＳＳの揮発油店頭売上高１）を記入 

売上原価 千円 申請ＳＳの揮発油店頭売上原価２）を記入 

売上総利益 千円 申請ＳＳの売上高－売上原価を記入 

販売費・一般管理費 千円 申請ＳＳの販売費・一般管理費３）等を記入 

営業利益 千円 

「申請ＳＳの揮発油販売利益比率」 
（申請ＳＳの揮発油販売営業利益／会社全体の営業利益）で求める 

「     ％ 」 

当期純利益（Ｇ） 千円 会社全体の「当期純利益」に上記比率をかけて求める 

  

エ）本事業申請書別紙の様式に基づいて算出した申請給油所の直近期末の揮発油

販売利益が、申請する工事費における補助対象経費の合計額（専用見積書の

網掛け部分の金額の合計額）に満たない者。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請給油所の揮発油販売利益（Ｇ）  

                      ＜補助対象経費の合計額（網掛け部分の費用の合計）（Ｆ） 

 

  

見積書上の補助対象経費の合計額 

（網掛け部分の費用の合計） 

見積書上の補助対象経費の合計額

（Ｆ） 

（網掛け部分の費用の合計） 

申請ＳＳの揮発油販売 

当期純利益（Ｇ） 

別紙：財務状況の判定 

　年　　月　　日

見 積 先 殿
この見積書の有効期間は３ヶ月間です。

本見積書に関するお問い合わせは下記までお願いします。

合 計 金 額 円
（消費税含む） 郵 便 番 号

工 事 名 住 所

工 事 場 所 会 社 名

工 期 代 表 者 名

支 払 条 件 電 話 番 号

備 考 フ ァ ク ス 番 号
見 積 作 成 担 当 者 名

工 事 名 数量 単位 備　　　　　考

１．共通仮設等費 式

２．解体工事 式

値引

工事費計

消費税(10%)

金　　　　額

合　　　　　　計

脱炭素社会における燃料安定供給対策補助事業　申請用見積書（撤去工事用）

見積業者記入欄（社印を必ず押印すること）
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A２．補助金の額 

①補助対象項目：補助対象項目は、専用見積書の項目のうち、次の２項目（専用見積

書の網掛け部分の項目）となります。 

 

②補助対象経費と基準単価：「①補助対象項目」にあたる見積書の単価と、本会が設定

している項目ごとの基準単価（作業項目ごとに上限単価を

設定）を比較し、いずれか低い単価に数量を乗じて得た項

目ごとの額の合計額が補助対象経費(上限額あり)となりま

す。 

 

③補助対象経費上限額、補助率及び補助金上限額 

※予算を超える申請があった場合は、受付期間中の全ての地下タンク等の撤去等工事

申請者及び漏えい防止対策事業申請者を対象に、予算の範囲内で補助率を按分し

て交付決定します。 

 

④補助金の額：「②補助対象経費と基準単価」により算出した補助対象経費(上限額あ

り)に「補助率」を乗じ求めた額が補助金の額となります。 

 

*申請に基づき審査された補助金の額が限度となり、実際に交付する補助金と異なる

場合があります。） 

 

 

  

１．共通仮設等費 

２．解体工事 

工事種類 企業規模 
補助対象経費上限額 

(土壌浄化費用を含む) 
補助率 

補助金上限額 
(土壌浄化費用を含む) 

地下タンク等の 

撤去等工事 

中小企業等 
１，５００万円 

２／３ １，０００万円 

非中小企業 １／３   ５００万円 
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ア）交付決定額（補助金の額）算出のイメージ 

交付決定額（補助金の額）は、工事費総額のうち「補助対象経費(上限額あり)」に補助

率を乗じて求めます。 

そのため、工事費総額に補助率を乗じた額より少なくなりますのでご注意ください。 

 

 

例：工事費総額 2,000万円、うち補助対象経費 1,500万円、補助率 2/3の場合 

 
 

 

 

 ※見積額には、補助対象外の経費が含まれていますので、補助率が 2/3の場合であっ

ても交付決定額は必ずしも見積額の 2/3にはなりません。 

補助対象外の経費が多いほど自己負担が増すこととなります。 

 

 

イ）補助対象経費の考え方(例：補助率 2/3の場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※補助金の額の例：360万円（補助対象経費）×2/3以下（補助率）＝240万円(補助金の額) 

  

 

 

補助対象経費 
（低い単価×数量） 

（上限額あり） いずれか低い単価を採用 

 

石油協会基準単価 

見積項目１   120,000 円 × ４ 

見積項目２   130,000 円 × ３ 

見積項目３   140,000 円 × ２ 

         ・ 

   計   5,000,000円 

補助対象の費用 

見積項目１  100,000 円 × ４ ＝ 400,000円 

見積項目２  130,000 円 × ３ ＝ 390,000円 

見積項目３  120,000 円 × ２ ＝ 240,000円 

         ・ 

合計            3,600,000円 

見 積 書 

見積項目１   100,000 円 × ４ 

見積項目２   150,000 円 × ３ 

見積項目３   120,000 円 × ２ 

          ・ 

  計   4,800,000円     

補助対象経費=360万円 
（低い単価×数量） 

（上限額あり） 

交付決定額（補助金額）の算出イメージ 

工事費総額 

（2,000 万円） 

補助対象経費 

（うち 1,500 万円） 

交付決定額＝1,000 万円 

（1,500 万円×2/3） 
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A３．事業実施にあたっての注意点 

①撤去等工事に関する注意点 

※交付決定は、各受付期間終了後に開催する審査委員会での審査を経て行います。 

ア）事前着工は不可 

申請書類を本会で審査し不備等が無ければ、交付決定通知書（工事開始許可）を

送付します。工事着工は、工事開始許可後でないと補助金交付の対象となりませ

ん。万一、許可前に工事を開始した場合は、補助金が交付されませんので十分注

意してください。 

イ）分割発注は不可 

本事業を利用する場合、いずれの工事も複数の施工業者に分割して発注すること

を認めていません｡必ず１事業者に発注してください。 

ウ）見積書の取り方 

本事業専用見積書を使用し、必ず２業者以上から同一内容の見積書を取得してくだ

さい。（原本を提出） 

（専用見積書の様式は、本会ホームページからダウンロードできます。） 

エ）他の補償(補助)金の重複禁止 

道路拡幅工事等により、国や地方自治体等から地下タンク・地下配管等にかかる補

償金等を受けている場合は、本補助金の交付対象となりません。 

オ）発注先の要件等 

・受注する工事の全部または一部を自ら施工することができる事業者 

・不適格要件に該当しない事業者 

【不適格要件】：本会が実施する補助事業に関し、不正又は不誠実な行為を行い本

会から処分を受けた者で、その執行を終えた日から 2年を経過しな

い者 

・見積書を取得した施工業者の中から、最も安価な事業者に発注してください。 

カ）工事代金の支払について 

補助金は、「撤去」にかかった工事費用の支払を確認した上で交付しますので、一

旦工事費用を自己負担する必要があります。 

キ）工事工程写真について 

工事工程写真に不備があると、その作業工程について補助対象項目から減額となる

場合がありますので、施工業者に確実に写真を撮るよう指示してください。 
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Ａ４．工事内容が変更になる場合：様式は、本会ホームページからダウンロードしてください。 

当初の工事内容が変更になる場合は、変更となる工事箇所を着工する前に、変更に関

する以下の手続が必要となります。 

 

ア）変更内容に基づく見積書の取得 

変更する内容に基づき、本事業専用見積書様式で工事請負業者から改めて見積

書を取得してください。この見積書には、変更箇所以外の作業項目も含めた全ての

費用を計上するようにしてください。 

イ）計画変更申請手続き 

「脱炭素社会燃料安定供給対策補助事業計画変更等承認申請書（様式安定供給

第５号）」を作成し、申請窓口に提出してください。 

ウ）変更見積書に基づく工事請負契約書の締結 

提出された書類を本会で確認し、記載内容及び添付書類に不備が無ければ、本会

から申請者に対し「脱炭素社会燃料安定供給対策補助事業計画変更等承認通知

書（様式安定供給第６号）」を送付しますので、承認通知書の日付以降に、変更見積

書に基づき、工事請負業者と「変更工事請負契約書」を取り交わしてください。 

エ）工事着工 

ウ）の変更契約完了後に、変更工事を開始してください。 

 

・「脱炭素社会燃料安定供給対策補助事業計画変更等承認通知書（様式安定供

給第６号）」が届く前に契約した場合は、補助金の対象外となります。 

・計画変更により工事金額が増額となった場合でも、補助金額は、申請当初の

「交付決定額」が上限となります。(土壌等の汚染浄化工事の場合を除く) 

 

 

Ａ５．土壌等の汚染浄化工事 

「地下タンク等の撤去等工事」の工事途中で油漏れが確認された場合には、以下に基づ

いて土壌等の浄化工事についても補助金が受けられます。 

但し、補助金の額は、すでに交付決定を受けている該当工事の補助対象経費に浄化工

事に係る補助対象経費を加算した合計額と補助対象経費の上限額 1,500 万円のいずれ

か低い額に、補助率を乗じた額となります。 

①土壌等の浄化工事に関する補助金を受けるための条件（次の全ての要件を満たす

工事） 

ア）地下タンク等の撤去等工事の交付決定を受けていること。 
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イ）土壌状況調査を実施し、ベンゼン・鉛が環境基準値を超えていること。 

ウ）地方自治体に提出する「汚染拡散防止計画書」等に基づき、汚染土壌等を浄化

すること。（シートパイル等で汚染を囲い込む場合は対象外） 

エ）地方自治体に提出する「汚染拡散防止計画書」等に「汚染の状況（汚染物質）と

汚染範囲」、「浄化方法」、「浄化工程と浄化期間」、「浄化業者及び浄化完了確

認調査業者」等が記載されていること。 

オ）「汚染拡散防止計画書」等が、地方自治体に受理されていること。 

カ）「汚染拡散防止計画書」等に基づく浄化工事終了後、地方自治体に「汚染拡散

防止措置完了届」等が受理され、申請している地下タンク等の撤去工事が終了

し、本会の指定する日までに、実績報告書を提出できること。 

 

②土壌等の浄化工事実施に関する注意点 

ア）油漏れが発覚した時点で、施工中の工事を中止してください。 

イ）所轄消防署、地方自治体関係部署、本会に報告してください。 

 

③土壌等の浄化工事に関する補助金の申請について 

土壌等の浄化工事に関する補助金を受けるには、既に申請している地下タンク等

の撤去等工事に関する申請とは別に、浄化工事部分に関する計画変更申請をしな

ければなりません。 

 

 

 

 

 

ア）「汚染拡散防止計画書」等の作成について 

前頁の「①土壌等の浄化に関する補助金を受けるための条件」を満たすよう「汚

染拡散防止計画書」等を下記の点に注意し作成するよう、施工業者に指示してく

ださい。 

・地方自治体と本会の両方が求める条件を記載するようにしてください。 

・補助金を受けるための条件が記載されないまま地方自治体に受理されてしまう

と、補助金が受けられない場合がありますので、地方自治体に提出する前に、

原案を本会に確認してください。 

イ）見積書について 

・見積書には、土壌等の浄化に関する費用と浄化完了確認調査費用を計上してく

土壌等の浄化工事は、本会からの工事開始許可（計画変更承認通知）後

に変更した工事内容に基づいた契約締結(受発注を含む)をして工事等を開

始してください。万一、許可前に工事を開始した場合は、補助金が交付され

ませんので十分注意してください。 
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ださい。 

・見積書は、「汚染拡散防止計画書」等に記載されている「浄化業者」又は「浄化

完了確認調査業者」から求めてください。 

・見積書の様式指定はありません。 

・「汚染拡散防止計画書」等に記載されていない作業費用は、補助金の対象外とな

ります。 

ウ）提出書類について 

・脱炭素社会燃料安定供給対策補助事業計画変更等承認申請書（様式安定供

給第５号）（様式は、本会ホームページからダウンロードできます。） 

・「汚染拡散防止計画書」等 

・見積書 

・日付入り現況写真 

・その他本会が要請する書類 

 

④対象となる費用： 

地方自治体等に提出する｢汚染拡散防止計画｣等を履行するための費用。 

 

 ・汚染状況を特定するための詳細調査費用は対象となりません。 

・消防機関等からの指示による応急措置にかかる費用は対象となりません。 

 

 

 

 

  

 

予算残額により、浄化工事に関する補助金を受けられない場合があります。 
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Ａ６．申請時に必要な書類：各様式は本会ホームページからダウンロードしてください。 

 ●地下タンク等の撤去等工事 

ア）申請給油所を所有し運営している者が申請する場合 

①補助金交付申請書(様式安定供給第 1号) 

②国税庁の法人番号公表サイトで検索した法人番号の写し 

③誓約書（審査判定基準様式１） 

④誓約書(暴力団排除に関する誓約事項：審査判定基準様式２) 

⑤補助金で取得した財産に関する申告書 

⑥役員等名簿（個人事業主の場合でも「役員等名簿」を提出してください。：審査判

定基準様式３） 

⑦企業規模を確認する書類として次のいずれかの書類の写し（申請時において最

新の内容であるもの） 

*｢商業登記簿謄本｣ 

*｢法人事業概況説明書｣ 

*｢法人県民税・法人事業税申告書｣及び「課税標準の分割に関する明細書」 

*｢法人県民税・法人事業税申告書」及び「均等割額の計算に関する明細書」 

*｢給与所得等の源泉所得税領収書（納付書）｣ 

＊卸売業者の場合は、上記いずれかの書類に加え次のいずれかの書類の写し（申

請時において最新の内容であるもの） 

*副特約店等との間で交わした｢卸売販売契約書｣ 

*｢品質維持計画認定申請書｣及び当該申請書に添付する｢申請前流通経路及び

申請後流通経路証明書並びに品質維持誓約書｣（副特約店等の署名捺印のある

もの） 

⑧別紙：財務状況の判定 

⑨税務署に提出した直近分の決算書類等写し(税務署受付印のあるもの) 

法人の場合 

（右記の「a」～「e」

の５種類） 

ａ：事業年度分の法人税確定申告書・別表１(各事業年度の所得

に係る申告書) 

ｂ：上記確定申告書の別表２(同族会社等の判定に関する明細書) 

・「みなし大企業」の確認のため、「a」のみ直近分に加え過去２

期分をご提出ください。 

ｃ：決算報告書の表紙・ｄ：貸借対照表・ｅ：損益計算書等 

・「財務状況が厳しい者」の確認によっては「c」～「e」の３種類

を直近分に加え過去分提出いただく場合があります。 
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個人事業主の場合

（右記の２種類） 

ａ：所得税及び復興特別所得税の申告書Ｂ 

ｂ：所得税青色申告決算書等 

※電子申告の場合：「電子申告済」と記載されたものか、上記書類に加え税務署

からの受領メール(受付けたことが判るもの) 

⑩見積書原本（２業者以上） 

⑪発注する施工予定業者の「商業登記簿謄本」写し又は建設関係事業を行う者で

あることが確認できる書類写し 

⑫発注する施工予定業者の者で、工事中現場に常駐する者の「甲種又は乙種第４

類危険物取扱者免状」写し 

⑬発注する施工予定業者の下請けとして他の施工業者がある場合は、作業役割が

確認できる「現場組織表」 

⑭申請給油所の最新の日付入り現況写真(見積書に撤去計上されている地上部分

の項目は必須) 

⑮現況平面図（地下タンクの油種・容量及び配管が記載されているもの） 

⑯給油所等施設の所有者を確認する書類 

*「建物不動産登記簿謄本」写し（申請時において最新の内容であるもの）又は

「固定資産税評価証明書」等の写し（申請時において最新の内容であるもの） 

※申請給油所の所有者と運営者が異なる場合は、「給油所賃貸借契約書」写し 

⑰すでに廃止している給油所を申請する場合は、品確法に基づく「揮発油販売業廃

止届出書」写し又は「揮発油販売業変更登録申請書」写し（経済産業局の受領印

のあるもの） 

⑱その他本会が要請する書類 

 

イ）申請給油所を所有している者が申請する場合 

ア）と同じ書類（①～⑱）に加えて、以下の書類 

⑲賃借人である運営者の上記⑰の品確法に基づく揮発油販売業廃止届出書写し

（個人事業者である最終運営者が死亡した場合は、運営者の相続人と建物所有

者との間で締結した「解約合意契約」写しでも可）又は揮発油販売業変更登録申

請書（経済産業局の受領印のあるもの） 

・運営者が倒産（破産）している場合は、以下のいずれかの書類 

*倒産した運営者に対する「当座勘定契約の解約に関する内容証明郵便」の写

し 

*裁判所が倒産した運営者に対して発行した「更正手続開始決定通知書」写し 

*裁判所が倒産した運営者に対して発行した「整理開始決定通知書」写し 
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*裁判所が倒産した運営者に対して発行した「民事再生手続開始決定通知書」

写し 

*裁判所が倒産した運営者に対して発行した「破産手続開始決定通知書」写し 

*裁判所が倒産した運営者に対して発行した「特別清算開始決定通知書」写し 

・給油所賃貸借契約を解除している場合は、賃借人である運営者と締結していた

「給油所賃貸借契約書※」写し及び以下のいずれかの書類 

*「給油所賃貸借契約の解約合意書」写し 

*「賃貸借契約解除通知書（内容証明郵便）」写し及び「配達証明書」写し 

*「明け渡し判決」写し又は「契約解除に関する公示送達決定」写し（運営者が行

方不明等で受領人がいない場合） 

※給油所賃貸借契約書が締結されていない場合には、本会に直接ご相談くだ

さい。 

⑳その他本会が要請する書類 

※ご提出いただいた申請書類は、原則お戻しすることは致しません。 

 

 

Ａ７．実績報告書の提出 

実績報告書（様式安定供給第１０号）は、補助事業完了後(工事代金の支払)、３０日

以内に提出してください。 

最終提出期限は、２０２３年２月１０日（協会到着日） 

※ 最終提出期限の期間延長はありません（厳守）。 最終提出期限を過ぎた場合、補

助金のお支払いができませんので十分ご注意ください。 

 

 

A８．実績報告時に必要な書類：各様式は本会ホームページからダウンロードしてください。 

○地下タンク等の撤去工事 

①補助事業実績報告書 (様式安定供給第１０号) 

※実績報告書の添付書類は、以下の通りです。 

②「工事契約書」写し又は「受注書及び発注書」写し 

③工事請負業者が発行した「工事代金支払請求書」写し 

④申請者が代金を支払っていることが確認できる書類（金融機関の「振込依頼書」写し） 

・支払いは、申請者名義で金融機関窓口での振込をしてください。なお、原則、他の

請求書との合算支払はお控えください。 

・インターネットバンキングで振込みを行った場合は、次の◎のいずれかの書類を添



53 

 

付してください。 

◎「振込みの受付書類」及び「振込みの送金結果（振込み日翌日以降の日付で

あるもの）」写し 

◎「振込みの受付書類」及び「通帳表紙と取引部分のページ写し（当座支払いで

あれば、金融機関から送られてくる当座勘定照合明細書写し）」 

・小切手払いで行った場合は、「小切手の半券写し」及び「金融機関から送られてく

る当座勘定照合明細書写し」 

・現金払いの場合は、領収証写し及び現金出納簿等の写し（現金払いした理由を確

認する場合があります） 

・手形による支払は対象外となる場合がありますので注意してください。 

※金融機関への払込み手続において工事代金支払額から送金手数料を差し引いた

場合や値引きがある場合には、補助金の額が減額となる場合があります。 

⑤日付入り工事工程写真 

⑥品確法に基づく「揮発油販売業廃止届出書」写し又は「揮発油販売業変更登録申請

書」写し（経済産業局の受領印のあるもの）【申請時に提出している場合は不要】 

⑦消防法に基づく「危険物取扱所廃止届」写し（市町村長（消防署等）の受領印のあるも

の） 

⑧次のいずれかの地下タンク処分に関する「廃棄物処理証明書等」＋「廃棄物処理証

明書にかかる許可証等」 

*ａ：「マニフェスト伝票（Ｄ票又はＥ票）」写し＋マニフェスト伝票に係るｂ：「産業廃棄物

収集運搬業許可証」写し及びｃ．「産業廃棄物処分業許可証」写し 

*ａ：「有価物受入証明書」写し＋「有価物受入証明書」に係るｂ：「廃棄物再生事業者

許可証、金属くず商許可証、又は、古物商許可証」写し 

⑨工事請負業者と下請事業者間の契約等に関する書類の写し 

⑩その他本会が必要に応じて要請する書類 

 

 

Ａ９．補助金支払請求書の提出：様式は本会ホームページからダウンロードしてください。 

○石油協会より送付された「額の確定通知書」の金額を確認し、補助金支払請求書に

必要事項を記載のうえ、石油組合または石油協会に提出してください。 

○申請内容と相違する実績内容かつ、補助対象要件等を満たしていない場合は、補

助金のお支払いができない場合もあります。 

※補助金の支払いは概ね補助金支払請求書が提出された月の翌月末日を目途に送金

する見込みです。  
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Ａ10．写真の撮り方 

工事工程写真は、補助の対象となる工事を確実に行っているかどうかを確認するため

の重要な書類です。(写真で工事工程が確認できない場合、減額となる場合があります） 

交付決定時に送付する「脱炭素社会における燃料安定供給対策事業における給油所工

事の注意点について」で示した作業項目を、同紙に記載されている写真の撮り方に注意し

てください。具体的には、作業日・作業箇所等作業内容を確実に撮影するよう、施工業者に

指示してください。 

以下に地下タンク等の撤去等工事についての代表的な工事工程の事例を示しますので、

参考にしてください。 

 

・山留め工事（良い例：施工範囲が確認できる） 

 

・山留め工事（悪い例：施工範囲が一部分しか確認できない） 
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・油処理（残油処理(油抜き)：地下タンク内）：作業中のタンクが特定できるように土間や

工事用看板等に番号や油種等を書込む

工夫をしてください。 

（水入れ・中和剤、水抜き及び窒素充填も同様） 

 

 

 

 

 

 

 ・キャノピー解体（撤去中）              ・キャノピー解体（撤去後） 

 

・計量機撤去中                    ・計量機積み込み 

※ノズル本数が分かるように撮影すること。 
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※地下タンク等の撤去等工事の補助目的である「地下タンク及び地下配管」の完全撤去であ

ることから、以下の写真のように撤去されたことが確認できる工事工程写真が提出がされ

ませんと、補助金交付が困難となる場合がありますので、十分に留意してください。 

 

・地下タンク撤去（地中から引上げ、運搬車の積載時に番号が見えること） 

 

・地下配管の撤去 

地下配管の撤去工事は、埋設状況によっては配管の種類や場所を特定し難く、確実に撤去

されていることを確認できない可能性があるため、出来るだけ多く写真を提出してください。 
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※車両に地下配管を積込した写真は必要 

 

・埋め戻し（山砂等を当該工事現場以外から運搬されていることが確認できる） 

 

・整地（重機等で土砂を均していることが確認できる） 
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Ｂ１．漏えい防止事業の詳細 

○事業内容：既設の地下タンク等に対し、２０２３年４月１日以降に到来する消防法令に

基づく石油製品の流出事故防止対策を規制前に行う漏えい防止対策工事 

  

 

 

Ａ：申請者の資格 

①次のいずれかに該当する者 

ア）「申請給油所を所有し運営している揮発油販売業者」又は「小口燃料配送拠点

を所有し運営している石油販売業者」 

イ）「申請給油所を運営している揮発油販売業者に貸与している当該給油所の所有

者」、「申請小口燃料配送拠点を運営している石油販売業者に貸与している当該

小口燃料配送拠点の所有者」、又は「申請給油所の所有者から貸与を受けて当

該給油所を運営している揮発油販売業者」、「申請小口燃料配送拠点の所有者

から貸与を受けて当該小口燃料配送拠点を運営している石油販売業者」 

※所有者と運営者が異なる場合の交付申請書には、双方の記名、署名及び捺印が

必要 

 

Ｂ：地下タンクの要件：次の全てに該当する地下タンク 

・地下に直接埋設された鋼製一重殻タンク 

・品確法登録の給油所若しくは備蓄法届出の小口燃料配送拠点(中核給油所等事業

における小口燃料配送拠点かつ補助金利用業者に限る)に設置されている地下タン

ク 

・２０２３年４月１日以降に、消防法令に基づく石油製品の流出事故防止対策として、Ｆ

ＲＰライニング施工工事、電気防食システム設置工事、精密油面計設置工事及び統

計学による漏えい監視システム装置設置工事（以下「ＳＩＲ設置工事」という）のいずれ

かが義務付けられる地下タンク（２０２２年４月１日以降２０２３年３月３１日までに、消

防法令に基づく石油製品の流出事故防止対策が義務づけられる地下タンクは、非中

小企業が申請する場合を除き対象外） 

 

○補助の対象となる地下タンクの確認方法 

地下に直接埋設された鋼製一重殻タンクのうち、「構造設備明細書」及び当該地下

タンクを設置した際の「完成検査済証」で、地下タンクの「設置年数＋外面塗覆装の

・「漏えい防止」工事を行う場合次の「Ａ：申請者の資格」、「Ｂ：地下タンクの

要件」及び「Ｃ：工事種類ごとの要件」を全て満たしていることが前提です。 
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種類＋設計板厚」の組合せから、「腐食のおそれが高い（または、特に高い）地下タ

ンク」に該当していないことを確認してください。 

 

 

【石油製品の流出事故防止対策の対象となる地下タンクの構造等】 

 

  

○腐食のおそれが特に高い地下タンク 

設置年数 外面塗覆装の種類 設計板厚 

５０年以上 

アスファルト 

（危険物の規制に関する技術上の基準の細目を

定める告示（以下「消防法告示」という。）第４条

の４８第１項第２号に定めるもの。以下同じ） 

全ての設計板厚 

モルタル 

（消防法告示第４条の４８第１項第１号に定める

もの。以下同じ） 

８．０ｍｍ未満 

エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 

（消防法告示第４条の４８第１項第３号に定める

もの。以下同じ） 

６．０ｍｍ未満 

強化プラスチック 

（消防法告示第４条の４８第１項第４号に定める

もの。以下同じ） 

４．５ｍｍ未満 

４０年以上５０年未満 アスファルト ４．５ｍｍ未満 

○腐食のおそれが高い地下タンク 

設置年数 外面塗覆装の種類 設計板厚 

５０年以上 

モルタル ８．０ｍｍ以上 

エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 ６．０ｍｍ以上 

強化プラスチック 
４．５ｍｍ以上 

１２．０ｍｍ未満 

４０年以上５０年未満 

アスファルト ４．５ｍｍ以上 

モルタル ６．０ｍｍ未満 

エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 ４．５ｍｍ未満 

強化プラスチック ４．５ｍｍ未満 

３０年以上４０年未満 
アスファルト ６．０ｍｍ未満 

モルタル ４．５ｍｍ未満 

２０年以上３０年未満 アスファルト ４．５ｍｍ未満 
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●構造設備明細書の確認 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●完成検査済証の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

埋設方法を確認 

「なし」は直接埋設 

材質・設計板厚を確認 

外面塗覆装の種類を確認 

埋設年数は、「完成検査済証」

の交付年月日を起算日として

確認 
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Ｃ：工事種類ごとの要件 

①内面ライニング施工工事：次のア、イの両方の要件を満たす地下タンク 

ア）次のいずれかの事業者がライニングを施工すること 

・一般財団法人全国危険物安全協会（以下「全危協」）の「鋼製地下タンクＦＲＰ内面

ライニング施工事業者認定制度に関する規則（平成２５年４月１日付全危協規則

第１２号）」（以下「ＦＲＰ全危協規則」）に基づく認定事業者 

・総務省消防庁の「既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等に係る運用に

ついて（平成２２年７月８日付消防危第１４４号）」別添１「内面の腐食を防止するた

めのコーティングについて」（以下「ＦＲＰ消防庁指針」）の規定に基づき施工する事

業者 

イ）工事が終了した地下タンクについて、ライニングを施工する事業者の区分ごとに下

記の書類が提出可能であること 

○ＦＲＰ全危協規則に基づく認定事業者が施工する場合、ＦＲＰ全危協規定に定

める下記の書類 

・鋼製地下タンクＦＲＰ内面ライニング施工届写し 

・鋼製地下タンクＦＲＰ内面ライニング施工完了報告書写し 

・鋼製地下タンクＦＲＰ内面ライニング施工適合証明書写し 

・ＦＲＰ内面ライニング施工済証（写真撮影したもの） 

・当該内面ライニングに関する消防法に規定する危険物取扱所変更許可申請を

行った場合の書類 

✓危険物取扱所変更許可・仮使用申請書写し 

✓当該申請に対応する「許可証」等写し 

✓当該工事に係る「危険物取扱所完成検査前検査申請書」写し 

✓当該完成検査前検査申請に対応する「タンク検査済証」写し 

✓当該許可に対応する「危険物取扱所完成検査申請書」写し 

✓当該完成検査申請に対応する「完成検査済証」写し 

・当該内面ライニングに関する危険物取扱所工事届出書等の関係書類の提

出を行った場合は当該書類の写し 

○ＦＲＰ消防庁指針の規定に基づき施工する事業者が施工する場合、当該内面ラ

イニング施工に関する消防法に規定する下記の書類 

・危険物取扱所変更許可・仮使用申請書写し 

・当該申請に対応する「許可証」等写し 

・当該工事に係る「危険物取扱所完成検査前検査申請書」写し 

・当該完成検査前検査申請に対応する「タンク検査済証」写し 
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・変更許可に対応する「危険物取扱所完成検査申請書」写し 

・当該完成検査申請に対応する「完成検査済証」写し 

 

②電気防食システム設置工事：次のア～ウの全ての要件を満たす地下タンク 

ア）「施工前に気密検査を実施して、試験結果に問題の無い※（次ページ参照）」地

下タンクであること 

イ）施工後に電気防食効果について、危険物の規制に関する技術上の細目を定め

る告示（以下「消防法告示」）第４条、第４条の４９に定める基準に適合しているか

確認すること 

ウ）工事が終了した地下タンクについて、当該電気防食システム設置工事に関する消

防法に規定する下記の書類が提出可能であること 

・危険物取扱所変更許可・仮使用申請書写し 

・当該申請に対応する「許可証」等写し 

・当該許可に対応する「危険物取扱所完成検査申請書」写し 

・当該完成検査申請に対応する「完成検査済証」写し 

 

 

   

 

 

③精密油面計設置工事：次のア、イの両方の要件を満たす地下タンク 

ア）全危協が定める「地下タンク等に係る点検等の性能評価に関する規則（平成２５

年４月１日付全危協規則第１１号）」に基づき性能評価を受けた、地下タンクに保

管されている石油製品の漏れを常時検知することが可能な設備（以下「精密油

面計」）を設置すること 

イ）工事が終了した地下タンクについて、下記の書類が提出可能であること 

○当該精密油面計設置に関する消防法に規定する危険物取扱所変更許可申請

を行った場合の書類 

・危険物取扱所変更許可・仮使用申請書写し 

・当該申請に対応する「許可証」等写し 

・当該許可に対応する「危険物取扱所完成検査申請書」写し 

・当該完成検査申請に対応する「完成検査済証」写し 

○当該精密油面計設置に関する危険物取扱所工事届出書等の関係書類の提出

を行った場合の書類 

「電気防食工事」は、公益社団法人腐食防食学会規格「危険物施設の鋼製地下貯蔵

タンク・配管に適用する電気防食規格及びガイドライン（２０１９年１月３１日制定）」を

遵守すること。 
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・当該届出書等書類の写し 

 

④ＳＩＲ設置工事：次のア～ウの全ての要件を満たす地下タンク 

ア）「施工前に気密検査を実施して、試験結果に問題の無い※」地下タンクであること 

イ）全危協が定める「地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の漏れの点検等に係る点

検等の性能評価に関する規則（平成２５年４月１日付全危協規則第１１号）」に基

づき性能評価を受けた、設置者等が、1日に 1回以上の割合で、地下貯蔵タンク

への受入量、払出量及びタンク内の危険物の量を継続的に記録し、自動配信さ

れた当該液量の情報に基づき分析者（法人を含む）が統計的手法を用いて分析

を行うことにより、石油製品の漏れの有無を確認することができる設備を設置す

ること 

ウ）工事が終了した地下タンクについて、下記の書類が提出可能であること 

・当該ＳＩＲ設置に関する危険物取扱所工事届出書等の関係書類の提出を行った

場合の書類 

・当該書類の写し 

 

※「気密検査を実施して、試験結果に問題の無い」 

全危協が認定する「地下タンク等定期点検認定事業者」が、７０kpaの圧力で１

０分間行う不活性ガスを用いた圧力試験を行い圧力の低下がないこと、又は

消防法告示第７１条及び７１条の２に基づく漏れの点検と同様の機密検査を行

い地下タンク及び地下配管の危険物の接する全ての部分について漏れがない

ことをいう。 
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Ｂ２．補助金の額 

①補助対象項目：補助対象項目は、本事業専用見積書の項目のうち、次の項目（専用

見積書の網掛け部分の項目）となります。 

※補助金申請の前に発生する作業費用は補助の対象となりません。 

 

ア）内面ライニング施工工事 

 

イ）電気防食システム設置工事 

 

 

  

①工事前作業 

②土間コンクリート斫り及び復旧工事 

③地下タンク防蝕塗覆装剥奪、開口工事 

④内部清掃・点検作業 

⑤地下タンク内部非破壊検査・内部補修 

⑥地下タンクマンホール取付工事 

⑦紫外線硬化法ＦＲＰライニング工事 

⑧ハンドレイアップ法又はスプレーアップ法ＦＲＰライニング工事 

⑨地下タンク圧力テスト 

⑩全危協納付金 

⑪消防申請納付金 

⑫共通仮設費の一部 

①地下タンク圧力検査 

②電気防食システム 

③電気防食システム設置工事 

④土木工事 

⑤電気工事 

⑥設置後電気防食効果測定費 

⑦消防申請納付金 

⑧共通仮設費の一部 
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ウ）精密油面計設置工事 

 

エ）ＳＩＲ設置工事 

 

②補助対象経費と基準単価：「①補助対象項目」にあたる見積書の単価と、本会が設

定している項目ごとの基準単価（作業項目ごとに上限単

価を設定）を比較し、いずれか低い単価に数量を乗じて得

た項目ごとの額の合計額と補助対象の費用のいずれか

低い額が、補助対象経費（上限額あり）となります。 

 

③補助対象経費上限額、補助率及び補助金上限額 

※予算を超える申請があった場合は、受付期間中の全ての地下タンク等の撤去等工事

申請者及び漏えい防止対策事業申請者を対象に、予算の範囲内で補助率を按分し

て交付決定します。 

  

①高精度油面計設備費 

②付属部品費 

③設置作業費 

④消防申請納付金 

⑤共通仮設費の一部 

①地下タンク圧力検査 

②機器設置費 

③付属部品費 

④設定作業費 

工事種類 企業規模 補助対象経費上限額 補助率 補助金上限額 

内面ライニング 

施工工事 

中小企業等 
１，５００万円 

２／３ １，０００万円 

非中小企業 １／３   ５００万円 

電気防食システム 

設置工事 

中小企業等 
  ７５０万円 

２／３   ５００万円 

非中小企業 １／３   ２５０万円 

精密油面計 

設置工事 

中小企業等 
  ４５０万円 

２／３   ３００万円 

非中小企業 １／３   １５０万円 

ＳＩＲ 

設置工事 

中小企業等 
  ４５０万円 

２／３   ３００万円 

非中小企業 １／３   １５０万円 
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⑤補助金の額：「②補助対象経費と基準単価」について、次頁の「補助対象経費の考え

方」により算出した補助対象経費(工事種類毎に上限額あり)に「補助率」

を乗じ求めた額が補助金の額となります。 

*申請に基づき審査された補助金の額が限度となり、実際に交付する補助金と異なる

場合があります。） 

 

 

ア）交付決定額（補助金の額）算出のイメージ 

交付決定額（補助金の額）は、工事費総額のうち「補助対象経費(上限額あり)」に補助

率を乗じて求めます。 

そのため、工事費総額に補助率を乗じた額より少なくなりますのでご注意ください。 

 

 

例：工事費総額 1,800万円、うち補助対象経費 1,500万円、補助率 2/3の場合 

 
 

 

 ※見積額には、補助対象外の経費が含まれていますので、補助率が 2/3の場合であっ

ても交付決定額は必ずしも見積額の 2/3にはなりません。 

補助対象外の経費が多いほど自己負担が増すこととなります。 

 

イ）補助対象経費の考え方(例：補助率 2/3以下の場合) 

 

 

 

 

 

※補助金の額：360万円(補助対象経費)×2/3以下（補助率）＝240万円(補助金の額)  

 

 

補助対象経費 
（低い単価×数量） 

（上限額あり） いずれか低い単価を採用 

 

石油協会基準単価 

見積項目１  120,000 円 × ４ 

見積項目２  130,000 円 × ３ 

見積項目３  140,000 円 × ２ 

         ・ 

   計   5,000,000円 

補助対象の費用 

見積項目１  100,000 円 × ４ ＝ 400,000円 

見積項目２  130,000 円 × ３ ＝ 390,000円 

見積項目３  120,000 円 × ２ ＝ 240,000円 

         ・ 

合計            3,600,000円 

見 積 書 

見積項目１  100,000 円 × ４ 

見積項目２  150,000 円 × ３ 

見積項目３  120,000 円 × ２ 

          ・ 

  計  4,800,000円     

補助対象経費=360万円 
（低い単価×数量）（上限額あり） 

交付決定額（補助金額）の算出イメージ 

工事費総額 

（1,800 万円） 

補助対象経費 

（うち 1,500 万円） 

交付決定額＝1,000 万円 

（1,500 万円×2/3） 
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Ｂ３．事業実施にあたっての注意点 

①全工事共通の注意点 

ア）事前着工は不可 

本申請書類を本会で審査し、不備等が無ければ工事開始許可（交付決定通知）を

送付します。許可前に工事を開始した場合は、補助金が交付されませんので十分

注意してください。 

イ）同時申請は不可 

同一給油所において、「内面ライニング施工工事」「電気防食システム設置工事」

「精密油面計設置工事」及び「ＳＩＲ設置工事」を同時に申請することはできません。 

ウ）分割発注は不可 

本事業を利用する場合、いずれの工事も複数の施工業者に分割して発注すること

を認めていません。必ず１事業者に発注してください。 

エ）見積書の取り方 

本事業専用見積書を使用し、２業者以上から同一内容の見積書を取得してくださ

い（専用見積書の様式は、本会ホームページからダウンロードできます。）。 

本事業と関係ない工事費用は「その他工事」の欄に「一式」として計上してください。 

オ）発注先の選定 

本申請で見積書を取得した施工業者の中から、最も安価な事業者に発注してくだ

さい。 

カ）工事の契約時期 

工事契約は、交付決定日以降に締結してください。 

キ）工事代金の支払について 

補助金は、「漏えい防止工事」にかかった工事費用の支払を確認した上で交付しま

すので、一旦工事費用を自己負担する必要があります。 

ク）工事工程写真について 

工事工程写真に不備があると、その作業工程について補助対象項目から減額とな

る場合がありますので、施工業者に確実に写真を撮るよう指示してください。 

 

②内面ライニング施工工事に関する注意点 

ア）板厚検査結果の取り扱いについて 

ライニング施工前に実施する板厚検査等で、「板厚が 3.2㎜未満となるような減肉

があった場合又はせん孔があった場合」は、当該地下タンクを含めて、それ以降に

ライニングを予定している地下タンクへの補助金も受けることができません。（消防
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署等の指導に基づき補修を行った場合を除く）直ちに工事を中止し、消防署等の関

係行政機関に報告し、その指示に従った措置を取ってください。 

 

③電気防食システム設置工事に関する注意点 

ア）財産管理が必要 

本事業では、電気防食システム本体（陽極や外部電源装置など）の購入費用にも補

助金が交付されます。 

そのため、補助金を利用して財産を取得したこととなるため、取得した電気防食シス

テムを本会の許可なく処分することはできません。万一処分しなければならない場

合は、事前に本会に相談してください。 

また、その他に次の作業が必要になります。 

・電気防食システムが適切に稼働するよう管理する。 

・取得（設置）時に「取得財産等管理台帳（様式安定供給第１７号）」を作成し、保

管する。 

・「取得財産等管理明細表（様式安定供給第１８号）」を毎年度更新する。 

イ）施工前検査結果について 

電気防食システムの施工前に実施する地下タンクの気密検査等で不合格となった場

合は、気密検査等の検査費用を含めた全ての補助金を受けることがでない場合があ

ります。 

また、その後の作業を中止し、消防機関等に報告し、その指示に従った措置を取っ

てください。 

 

④精密油面計設置工事に関する注意点 

ア）財産管理が必要 

本事業では、精密油面計本体（油面センサー、表示盤等）の購入費用にも補助金が

交付されます。 

そのため、補助金を利用して財産を取得したこととなるため、取得した精密油面計を

本会の許可なく処分することはできません（処分制限期間の満了前に内面ライニン

グ施工工事又は電気防食システム設置工事を行う場合も処分に該当します。）。万

一処分しなければならない場合は、事前に本会に相談してください。 

また、その他に次の作業が必要になります。 

・精密油面計が適切に稼働するよう管理する。 

・取得（設置）時に「取得財産等管理台帳（様式安定供給第１７号）」を作成し、保

管する。 
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・「取得財産等管理明細表（様式安定供給第１８号）」を毎年度更新する。 

 

⑤ＳＩＲ設置工事に関する注意点 

ア）財産管理が必要 

本事業では、データ収集機器・ルーター本体の購入費用にも補助金が交付されま

す。 

そのため、補助金を利用して財産を取得したこととなるため、取得したＳＩＲを本会の

許可なく処分することはできません（処分制限期間の満了前に内面ライニング施工

工事又は電気防食システム設置工事を行う場合も処分に該当します。）。万一処分

しなければならない場合は、事前に本会に相談してください。 

また、その他に次の作業が必要になります。 

・ＳＩＲ装置が適切に稼働するよう管理する。 

・取得（設置）時に「取得財産等管理台帳（様式安定供給制第１７号）」を作成し、

保管する。 

・「取得財産等管理明細表（様式安定供給第１８号）」を毎年度更新する。 

イ）施工前検査結果について 

ＳＩＲの施工前に実施する地下タンクの気密検査等で不合格となった場合は、気密

検査等の検査費用を含めた全ての補助金を受けることができません。 

また、その後の作業を中止し、消防機関等に報告し、その指示に従った措置を取っ

てください。 

 

 

Ｂ４．工事内容が変更になる場合 

当初の工事内容が変更になる場合は、変更となる工事個所を着工する前に、変更に関

する以下の手続きを行う必要があります。 

 

ア）変更内容に基づく見積書の取得 

変更する内容に基づき、本事業専用見積書様式で工事請負業者から改めて見積

書を取得してください。この見積書には、変更箇所以外の作業項目も含めた全ての

費用を計上するようにしてください。 

イ）計画変更申請手続き 

「脱炭素社会燃料安定供給対策補助事業計画変更等承認申請書（様式安定供給

第５号）」に添えて、申請窓口に提出してください。（計画変更申請書の様式は、本

会ホームページからダウンロードできます。） 
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ウ）変更見積書に基づく工事請負契約書の締結 

提出された書類を本会で確認し、記載内容及び添付書類に不備が無ければ、本会

から申請者に対し「脱炭素社会燃料安定供給対策補助事業計画変更等承認通知

書（様式安定供給第６号）」を送付しますので、承認通知書の日付以降に、変更見

積書に基づき、工事請負業者と「変更工事請負契約書」を取り交わしてください。 

エ）工事着工 

ウ）変更契約完了後に変更工事を開始してください。 

 

・「脱炭素社会燃料安定供給対策補助事業計画変更等承認通知書（様式安定供

給第６号）」が届く前に契約した場合は、補助金の対象となりません。 

・計画変更により工事金額が増額となった場合でも、補助金額は、申請当初の

「交付決定額」が上限となります。 

 

 

Ｂ５．申請時に必要な書類：各様式は本会ホームページからダウンロードしてください。 

１．内面ライニング施工工事 

ア）「申請給油所を所有し運営している揮発油販売業者」、「小口燃料配送拠点」を所

有し運営している石油販売業者」が申請する場合 

①交付申請書（様式安定供給第１号、誓約書（審査判定基準様式１）含む） 

②国税庁の法人番号公表サイトで検索した法人番号が表示されている画面の写し 

③誓約書(暴力団排除に関する誓約事項：審査判定基準様式２) 

④同意書（審査判定基準様式８） 

⑤事業継続計画書（審査判定基準様式５） 

⑥補助金で取得した財産に関する申告書 

⑦役員等名簿（申請者が、個人事業主の場合でも「役員等名簿」は提出）：審査判

定基準様式３） 

⑧企業規模を確認する書類として次のいずれかの書類の写し（申請時において最

新の内容であるもの）（※地方自治体は、地方自治体であることを証する書類） 

*｢商業登記簿謄本｣ 

*｢法人事業概況説明書｣ 

*｢法人県民税・法人事業税申告書｣及び「課税標準の分割に関する明細書」 

*｢法人県民税・法人事業税申告書」及び「均等割額の計算に関する明細書」 

*｢給与所得等の源泉所得税領収書（納付書）｣ 

＊卸売業者の場合は、上記いずれかの書類に加え次のいずれかの書類の写し



71 

 

（申請時において最新の内容であるもの） 

*副特約店等との間で交わした｢卸売販売契約書｣ 

*｢品質維持計画認定申請書｣及び当該申請書に添付する｢申請前流通経路及

び申請後流通経路証明書並びに品質維持誓約書｣（副特約店等の署名捺印の

あるもの） 

⑨税務署に提出した直近３期分の決算書類等写し(税務署受付印のあるもの) 

※電子申告の場合：「電子申告済」と記載されたものか、上記書類に加え税務署

からの受領メール(受付けたことが判るもの 

⑩消防法関係書類 

・「地下貯蔵タンク構造及び設置年月日照合願い（審査判定基準様式４）」又は以

下３点の消防書類 

・地下タンク設置時の消防法に規定するａ．「危険物取扱所設置許可申請書又は

危険物取扱所変更許可申請書」、ｂ．「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」並び

にｃ．「完成検査済証」(いずれも写し) 

⑪申請用見積書原本（協会指定様式・２業者以上） 

⑫施工予定業者に関する書類 

・ＦＲＰ全危協規則に基づく認定事業者に発注する場合は、「認定証」写し 

・ＦＲＰ消防庁指針の規定に基づき施工する事業者に発注する場合は、「内面ライ

ニング施工工事に関する誓約書」 

⑬発注する施工予定業者の者で、工事中現場に常駐する者の「甲種又は乙種第４

類危険物取扱者免状」写し 

⑭発注する施工予定業者の下請けとして他の施工業者がある場合は、作業役割が

確認できる「現場組織表」 （下請業者を想定していない場合には、その旨を記載

して提出してください。未定の場合も同様） 

⑮申請施設の最新の日付入り現況写真（全景、右側、左側） 

⑯申請施設の現況平面図（地下タンク・配管・油種及び容量が記載されているも

の。）（補助申請するタンクにマーキングを行い、ライニングの施工順番を記入） 

⑰その他本会が要請する書類 

 

イ）「申請給油所を運営している揮発油販売業者に貸与している当該給油所の所有

者」、「申請給油所の所有者から貸与を受けて当該給油所を運営している揮発油

法人の場合 

（右記の２種類） 

a：事業年度分の法人税確定申告書・別表１(各事業年度の所得

に係る申告書) 

b：上記確定申告書の別表２(同族会社等の判定に関する明細書) 
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販売業者」又は、「申請小口燃料配送拠点を運営している石油販売業者に貸与

している当該小口燃料配送拠点の所有者」、「申請小口燃料配送拠点の所有者

から貸与を受けて当該小口燃料配送拠点を運営している石油販売業者」が申請

する場合 

※交付申請書は、所有者と運営者の双方の記名又は署名・捺印が必要 

⑱上記ア）の書類に加えて以下の書類 

⑲所有者と運営者の間で締結している「賃貸借契約書」写し 

⑳「建物不動産登記簿謄本」等写し（申請日より３ヶ月以内に発行しているもの） 

 

２．電気防食システム設置工事 

ア）「申請給油所を所有し運営している揮発油販売業者」、「小口燃料配送拠点を所

有し運営している石油製品販売業者」が申請する場合 

①交付申請書（様式安定供給第１号、誓約書（審査判定基準様式１）含む） 

②国税庁の法人番号公表サイトで検索した法人番号が表示されている画面の写し 

③誓約書(暴力団排除に関する誓約事項：審査判定基準様式２) 

④同意書（審査判定基準様式８） 

⑤事業継続計画書（審査判定基準様式５） 

⑥取得財産等の管理・処分関する誓約書（審査判定基準様式１１） 

⑦補助金で取得した財産に関する申告書 

⑧役員等名簿（申請者が、個人事業主の場合でも「役員等名簿」は提出）：審査判

定基準様式３） 

⑨企業規模を確認する書類として次のいずれかの書類の写し（申請時において最

新の内容であるもの）（※地方自治体は、地方自治体であることを証する書類） 

*｢商業登記簿謄本｣ 

*｢法人事業概況説明書｣ 

*｢法人県民税・法人事業税申告書｣及び「課税標準の分割に関する明細書」 

*｢法人県民税・法人事業税申告書」及び「均等割額の計算に関する明細書」 

*｢給与所得等の源泉所得税領収書（納付書）｣ 

＊卸売業者の場合は、上記いずれかの書類に加え次のいずれかの書類の写し（申

請時において最新の内容であるもの） 

*副特約店等との間で交わした｢卸売販売契約書｣ 

*｢品質維持計画認定申請書｣及び当該申請書に添付する｢申請前流通経路及び

申請後流通経路証明書並びに品質維持誓約書｣（副特約店等の署名捺印のある

もの） 
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⑩税務署に提出した直近３期分の決算書類等写し(税務署受付印のあるもの) 

※電子申告の場合：「電子申告済」と記載されたものか、上記書類に加え税務署

からの受領メール(受付けたことが判るもの 

⑪消防法関係書類 

・「地下貯蔵タンク構造及び設置年月日照合願い（審査判定基準様式４）」又は以

下３点の消防書類 

・地下タンク設置時の消防法に規定するａ．「危険物取扱所設置許可申請書又は

危険物取扱所変更許可申請書」、ｂ．「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」並び

にｃ．「完成検査済証」(いずれも写し) 

⑫申請用見積書原本（協会指定様式・２業者以上） 

⑬発注する施工予定業者の者で、工事中現場に常駐する者の「甲種又は乙種第

４類危険物取扱者免状」写し 

⑭発注する施工予定業者の下請けとして他の施工業者がある場合は、作業役割

が確認できる「現場組織表」（下請業者を想定していない場合には、その旨を記

載して提出してください。未定の場合も同様） 

⑮地下タンク圧力テストを実施する事業者の全危協「地下タンク等定期点検事業

者認定証」写し 

⑯申請前に電位差確認調査等試験を実施している場合は、試験結果写し 

⑰申請施設の最新の日付入り現況写真（全景、右側、左側） 

⑱申請施設の平面図（地下タンク・配管・油種・容量が記載されているもの） 

（補助申請するタンクにマーキングを行い埋設電極の位置を記入） 

⑲「建物不動産登記簿謄本」等（写：申請時において最新の内容であるもの） 

※建物不動産登記簿謄本記載の地番と申請施設住所表示が異なる場合には、

「公図」写し及び「住宅地図」写し） 

⑳その他本会が要請する書類 

 

イ）「申請給油所を運営している揮発油販売業者に貸与している当該給油所の所有

者」、「申請給油所の所有者から貸与を受けて当該給油所を運営している揮発

油販売業者」又は、「申請小口燃料配送拠点を運営している石油製品販売業者

に貸与している当該小口燃料配送拠点の所有者」、「申請小口燃料配送拠点

法人の場合 

（右記の２種類） 

a：事業年度分の法人税確定申告書・別表１(各事業年度の所得

に係る申告書) 

b：上記確定申告書の別表２(同族会社等の判定に関する明細書) 
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の所有者から貸与を受けて当該小口燃料配送拠点を運営している石油製品販

売業者」が申請する場合 

※交付申請書は、所有者と運営者の双方の記名又は署名・捺印が必要 

㉑上記ア）の書類に加えて以下の書類 

㉒所有者と運営者の間で締結している「賃貸借契約書」写し 

 

３．精密油面計設置工事 

ア）「申請給油所を所有し運営している揮発油販売業者」、「小口燃料配送拠点を所

有し運営している石油製品販売業者」が申請する場合 

①交付申請書（様式安定供給第１号、誓約書（審査判定基準様式１）含む） 

②国税庁の法人番号公表サイトで検索した法人番号が表示されている画面の写し 

③誓約書(暴力団排除に関する誓約事項：審査判定基準様式２) 

④同意書（審査判定基準様式８） 

⑤事業継続計画書（審査判定基準様式５） 

⑥取得財産等の管理・処分関する誓約書（審査判定基準様式１１） 

⑦補助金で取得した財産に関する申告書 

⑧役員等名簿（申請者が、個人事業主の場合でも「役員等名簿」は提出）：審査判

定基準様式３） 

⑨企業規模を確認する書類として次のいずれかの書類の写し（申請時において最

新の内容であるもの）（※地方自治体は、地方自治体であることを証する書類） 

*｢商業登記簿謄本｣ 

*｢法人事業概況説明書｣ 

*｢法人県民税・法人事業税申告書｣及び「課税標準の分割に関する明細書」 

*｢法人県民税・法人事業税申告書」及び「均等割額の計算に関する明細書」 

*｢給与所得等の源泉所得税領収書（納付書）｣ 

＊卸売業者の場合は、上記いずれかの書類に加え次のいずれかの書類の写し（申

請時において最新の内容であるもの） 

*副特約店等との間で交わした｢卸売販売契約書｣ 

*｢品質維持計画認定申請書｣及び当該申請書に添付する｢申請前流通経路及び

申請後流通経路証明書並びに品質維持誓約書｣（副特約店等の署名捺印のある

もの） 

⑩税務署に提出した直近３期分の決算書類等写し(税務署受付印のあるもの) 
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※電子申告の場合：「電子申告済」と記載されたものか、上記書類に加え税務署

からの受領メール(受付けたことが判るもの 

⑪消防法関係書類 

・「地下貯蔵タンク構造及び設置年月日照合願い（審査判定基準様式４）」又は以

下３点の消防書類 

・地下タンク設置時の消防法に規定するａ．「危険物取扱所設置許可申請書又は

危険物取扱所変更許可申請書」、ｂ．「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」並び

にｃ．「完成検査済証」(いずれも写し) 

⑫申請用見積書原本（協会指定様式・２業者以上） 

⑬発注する施工予定業者の者で、工事中現場に常駐する者の「甲種又は乙種第

４類危険物取扱者免状」写し 

⑭発注する施工予定業者の下請けとして他の施工業者がある場合は、作業役割

が確認できる「現場組織表」（下請業者を想定していない場合には、その旨を記

載して提出してください。未定の場合も同様） 

⑮設置する精密油面計の全危協「性能評価書」写し 

⑯申請施設の最新の日付入り現況写真（全景、右側、左側） 

⑰申請給油所の現況平面図（地下タンク・配管・油種・容量が記載されているもの） 

（補助申請するタンクにマーキングを行い精密油面計の位置を記入） 

⑱「建物不動産登記簿謄本」等（写：申請時において最新の内容であるもの） 

※建物不動産登記簿謄本記載の地番と申請施設住所表示が異なる場合には、

「公図」写し及び「住宅地図」写し 

⑲その他本会が要請する書類 

 

イ）「申請給油所を運営している揮発油販売業者に貸与している当該給油所の所有

者」、「申請給油所の所有者から貸与を受けて当該給油所を運営している揮発油

販売業者」又は、「申請小口燃料配送拠点を運営している石油販売業者に貸与し

ている当該小口燃料配送拠点の所有者」、「申請小口燃料配送拠点の所有者か

ら貸与を受けて当該小口燃料配送拠点を運営している石油販売業者」が申請す

る場合 

※交付申請書は、所有者と運営者の双方の記名又は署名・捺印が必要 

⑳上記ア）の書類に加えて以下の書類 

法人の場合 

（右記の２種類） 

a：事業年度分の法人税確定申告書・別表１(各事業年度の所得

に係る申告書) 

b：上記確定申告書の別表２(同族会社等の判定に関する明細書) 
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㉑所有者と運営者の間で締結している「賃貸借契約書」写し 

 

４．ＳＩＲ設置工事 

ア）「申請給油所を所有し運営している揮発油販売業者」、「小口燃料配送拠点を所

有し運営している石油製品販売業者」が申請する場合 

①交付申請書（様式安定供給第１号、誓約書（審査判定基準様式１）含む） 

②国税庁の法人番号公表サイトで検索した法人番号が表示されている画面の写し 

③誓約書(暴力団排除に関する誓約事項：審査判定基準様式２) 

④同意書（審査判定基準様式８） 

⑤事業継続計画書（審査判定基準様式５） 

⑥取得財産等の管理・処分関する誓約書（審査判定基準様式１１） 

⑦補助金で取得した財産に関する申告書 

⑧役員等名簿（申請者が、個人事業主の場合でも「役員等名簿」は提出）：審査判

定基準様式３） 

⑨企業規模を確認する書類として次のいずれかの書類の写し（申請時において最

新の内容であるもの）（※地方自治体は、地方自治体であることを証する書類） 

*｢商業登記簿謄本｣ 

*｢法人事業概況説明書｣ 

*｢法人県民税・法人事業税申告書｣及び「課税標準の分割に関する明細書」 

*｢法人県民税・法人事業税申告書」及び「均等割額の計算に関する明細書」 

*｢給与所得等の源泉所得税領収書（納付書）｣ 

＊卸売業者の場合は、上記いずれかの書類に加え次のいずれかの書類の写し（申

請時において最新の内容であるもの） 

*副特約店等との間で交わした｢卸売販売契約書｣ 

*｢品質維持計画認定申請書｣及び当該申請書に添付する｢申請前流通経路及び

申請後流通経路証明書並びに品質維持誓約書｣（副特約店等の署名捺印のある

もの） 

⑩税務署に提出した直近３期分の決算書類等写し(税務署受付印のあるもの) 

※電子申告の場合：「電子申告済」と記載されたものか、上記書類に加え税務署

からの受領メール(受付けたことが判るもの 

⑪消防法関係書類 

法人の場合 

（右記の２種類） 

a：事業年度分の法人税確定申告書・別表１(各事業年度の所得

に係る申告書) 

b：上記確定申告書の別表２(同族会社等の判定に関する明細書) 
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・「地下貯蔵タンク構造及び設置年月日照合願い（審査判定基準様式４）」又は以

下３点の消防書類 

・地下タンク設置時の消防法に規定するａ．「危険物取扱所設置許可申請書又は

危険物取扱所変更許可申請書」、ｂ．「地下タンク貯蔵所構造設備明細書」並び

にｃ．「完成検査済証」(いずれも写し) 

⑫申請用見積書原本（協会指定様式・２業者以上） 

⑬発注する施工予定業者の下請けとして他の施工業者がある場合は、作業役割

が確認できる「現場組織表」（下請業者を想定していない場合には、その旨を記

載して提出してください。未定の場合も同様） 

⑭設置するＳＩＲの全危協「性能評価書」写し 

⑮申請施設の最新の日付入り現況写真（全景、右側、左側） 

⑯申請給油所の現況平面図（地下タンク・配管・油種・容量が記載されているも

の） 

⑰「建物不動産登記簿謄本」等（写：申請時において最新の内容であるもの） 

※建物不動産登記簿謄本記載の地番と申請施設住所表示が異なる場合には、

「公図」写し及び「住宅地図」写し 

⑱その他本会が要請する書類 

 

イ）「申請給油所を運営している揮発油販売業者に貸与している当該給油所の所有

者」、「申請給油所の所有者から貸与を受けて当該給油所を運営している揮発

油販売業者」又は、「申請小口燃料配送拠点を運営している石油製品販売業者

に貸与している当該小口燃料配送拠点の所有者」、「申請小口燃料配送拠点の

所有者から貸与を受けて当該小口燃料配送拠点を運営している石油製品販売

業者」が申請する場合 

※交付申請書は、所有者と運営者の双方の記名又は署名・捺印が必要 

⑲上記ア）の書類に加えて以下の書類 

⑳所有者と運営者の間で締結している「賃貸借契約書」写し 

 

Ｂ７．実績報告書の提出 

○実績報告書（様式安定供給第１０号）は、補助事業完了後(工事代金の支払)、３０日以

内に提出してください。 

○最終提出期限は、２０２３年２月１０日（協会到着日） 

※最終提出期限の期間延長はありません（厳守）。最終提出期限を過ぎた場合、補助

金のお支払いができませんので十分ご注意ください。 
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Ｂ８．実績報告時に必要な書類：各様式は本会ホームページからダウンロードしてください。 

※提出された実績報告書（添付書類含む）で工事完了等が確認できない場合、本会によ

る現地調査を行うことがあります。 

１．内面ライニング施工工事 

①実績報告書（様式安定供給第１０号） 

②工事契約書写し又は受発注書写し 

③工事請負業者が発行した「工事代金支払請求書」写し 

④申請者が代金を支払っていることが確認できる書類（金融機関の「振込依頼書写し） 

・支払いは、申請者名義で金融機関窓口での振込をしてください。なお、原則、他の

請求書との合算支払はお控えください。 

・インターネットバンキングで振込みを行った場合は、次の◎のいずれかの書類を添

付してください。 

◎「振込みの受付書類」及び「振込みの送金結果（振込み日翌日以降の日付で

あるもの）」写し 

◎「振込みの受付書類」及び「通帳表紙と取引部分のページ写し（当座支払いで

あれば、金融機関から送られてくる当座勘定照合明細書写し）」 

・小切手払いで行った場合は、「小切手の半券写し」及び「金融機関から送られてく

る当座勘定照合明細書写し」 

・現金払いの場合は、領収証写し及び現金出納簿等の写し（現金払いした理由を確

認する場合があります） 

・手形による支払は対象外となる場合がありますので注意してください。 

※金融機関への払込み手続において工事代金支払額から送金手数料を差し引い

た場合や値引きがある場合には、補助金の額が減額となる場合があります。 

⑤日付入り工事工程写真 

⑥工事実施に関する書類 

○「ＦＲＰ全危協規則に基づく認定事業者」が施工した場合は、以下の書類 

・ＦＲＰ全危協規則に基づく「ＦＲＰ内面ライニング施工届」写し 

・ＦＲＰ全危協規則に基づく「ＦＲＰ内面ライニング施工完了報告書」写し 

・ＦＲＰ全危協規則に基づく「ＦＲＰ内面ライニング施工適合証明書」写し 

・当該内面ライニングに関する消防法に規定する危険物取扱所変更許可申請を

行った場合は以下の書類 

✓消防法に基づく「危険物取扱所変更許可申請書」写し 

✓当該申請に対する「変更許可証」写し 
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✓当該工事に係る「危険物取扱所完成検査申請書」写し 

✓当該申請に対応する「完成検査済証」写し 

✓仮使用承認申請に費用を計上した場合は、当該申請に対応する下記の書

類 

✓「仮使用承認申請書」写し 

✓「仮使用承認証」写し 

✓完成前検査手数料(マンホールの取付等がある場合)に費用を計上した場合

は、当該申請に対応する下記の書類 

✓「危険物取扱所完成検査前検査申請書」写し 

✓「タンク検査済証」写し 

・上記各申請書の手数料欄に受領印が無い場合は、上記申請に係る消防申請

費（納付金）の領収証写し 

 

○「ＦＲＰ消防庁指針の規定に基づき施工する事業者」が施工した場合は、以下の

書類 

・消防法に基づく「危険物取扱所変更許可申請書」写し 

・当該申請に対する「変更許可証」写し 

・当該許可に対応する「危険物取扱所完成検査申請書」写し 

・当該申請に対応する「完成検査済証」写し 

・仮使用承認申請に費用を計上した場合は、当該申請に対応する下記の書類 

✓「仮使用承認申請書」写し 

✓「仮使用承認証」写し 

・上記各申請書の手数料欄に受領印が無い場合は、上記申請に係る消防申請

費（納付金）の領収証写し 

⑦「検収書」写し 

⑧その他本会が要請する書類 

※１．申請時に提出した「現場組織表」に記載した工事請負業者と下請事業者間の

契約等に関する書類の写し 

※２．当該施設の運営者ではなく所有者が申請した場合で、工事施工前の運営者と

異なる者が、工事施工後に当該施設を運営する場合 

・品確法に基づく「揮発油販売業登録申請書」（新たに運営する者の物であって、

経済産業局の受領印のあるもの） 

・当該運営者との、「賃貸借契約書」写し（所有者以外の者が新たに運営する場

合） 
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２．電気防食システム設置工事 

①実績報告書（様式安定供給第１０号） 

②工事契約書写し又は受発注書写し 

③工事請負業者が発行した「工事代金支払請求書」写し 

④申請者が代金を支払っていることが確認できる書類（金融機関の「振込依頼書写し） 

・支払いは、申請者名義で金融機関窓口での振込をしてください。なお、原則、他の

請求書との合算支払はお控えください。 

・インターネットバンキングで振込みを行った場合は、次の◎のいずれかの書類を添

付してください。 

◎「振込みの受付書類」及び「振込みの送金結果（振込み日翌日以降の日付で

あるもの）」写し 

◎「振込みの受付書類」及び「通帳表紙と取引部分のページ写し（当座支払いで

あれば、金融機関から送られてくる当座勘定照合明細書写し）」 

・小切手払いで行った場合は、「小切手の半券写し」及び「金融機関から送られてく

る当座勘定照合明細書写し」 

・現金払いの場合は、領収証写し及び現金出納簿等の写し（現金払いした理由を確

認する場合があります） 

・手形による支払は対象外となる場合がありますので注意してください。 

※金融機関への払込み手続において工事代金支払額から送金手数料を差し引い

た場合や値引きがある場合には、補助金の額が減額となる場合があります。 

⑤日付入り工事工程写真 

⑥消防法関係書類 

・消防法に基づく「危険物取扱所変更許可申請書」写し 

・当該申請に対する「変更許可証」写し 

・当該許可に対応する「危険物取扱所完成検査申請書」写し 

・当該申請に対応する「完成検査済証」写し 

・仮使用承認申請に費用を計上した場合は、当該申請に対応する下記の書類 

✓「仮使用承認申請書」写し 

✓「仮使用承認証」写し 

・上記各申請書の手数料欄に受領印が無い場合は、上記申請に係る消防申請費

（納付金）の領収証写し 

⑦地下タンク、地下配管圧力検査結果報告書 

⑧工事終了後に行う「電気防食設置効果測定結果」写し 
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⑨「検収書」写し 

⑩取得財産管理明細表（様式安定供給第１８号） 

⑪その他本会が要請する書類 

※１．申請時に提出した「現場組織表」に記載した工事請負業者と下請事業者間の

契約等に関する書類の写し 

※２．当該施設の運営者ではなく所有者が申請した場合で、工事施工前の運営者と

異なる者が、工事施工後に当該施設を運営する場合 

・品確法に基づく「揮発油販売業登録申請書」（新たに運営する者の物であって、

経済産業局の受領印のあるもの） 

・当該運営者との、「賃貸借契約書」写し（所有者以外の者が新たに運営する場合） 

 

３．精密油面計設置工事 

①実績報告書（様式安定供給第１０号） 

②工事契約書写し又は受発注書写し 

③工事請負業者が発行した「工事代金支払請求書」写し 

④申請者が代金を支払っていることが確認できる書類（金融機関の「振込依頼書写し） 

・支払いは、申請者名義で金融機関窓口での振込をしてください。なお、原則、他の

請求書との合算支払はお控えください。 

・インターネットバンキングで振込みを行った場合は、次の◎のいずれかの書類を添

付してください。 

◎「振込みの受付書類」及び「振込みの送金結果（振込み日翌日以降の日付で

あるもの）」写し 

◎「振込みの受付書類」及び「通帳表紙と取引部分のページ写し（当座支払いで

あれば、金融機関から送られてくる当座勘定照合明細書写し）」 

・小切手払いで行った場合は、「小切手の半券写し」及び「金融機関から送られてく

る当座勘定照合明細書写し」 

・現金払いの場合は、領収証写し及び現金出納簿等の写し（現金払いした理由を確

認する場合があります） 

・手形による支払は対象外となる場合がありますので注意してください。 

※金融機関への払込み手続において工事代金支払額から送金手数料を差し引い

た場合や値引きがある場合には、補助金の額が減額となる場合があります。 

⑤日付入り工事工程写真 

⑥消防法関係書類 

・消防法に基づく「危険物取扱所変更許可申請書」写し 
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・当該申請に対する「変更許可証」写し 

・当該許可に対応する「危険物取扱所完成検査申請書」写し 

・当該申請に対応する「完成検査済証」写し 

・仮使用承認申請に費用を計上した場合は、当該申請に対応する下記の書類 

✓「仮使用承認申請書」写し 

✓「仮使用承認証」写し 

・上記各申請書の手数料欄に受領印が無い場合は、上記申請に係る消防申請費

（納付金）の領収証写し 

⑦「検収書」写し 

⑧取得財産管理明細表（様式安定供給第１８号） 

⑨その他本会が要請する書類 

※１．申請時に提出した「現場組織表」に記載した工事請負業者と下請事業者間の

契約等に関する書類の写し 

※２．当該施設の運営者ではなく所有者が申請した場合で、工事施工前の運営者と

異なる者が、工事施工後に当該施設を運営する場合 

・品確法に基づく「揮発油販売業登録申請書」（新たに運営する者の物であって、

経済産業局の受領印のあるもの） 

・当該運営者との、「賃貸借契約書」写し（所有者以外の者が新たに運営する場合） 

 

４．ＳＩＲ設置工事 

①実績報告書（様式安定供給第１０号） 

②工事契約書写し又は受発注書写し 

③工事請負業者が発行した「工事代金支払請求書」写し 

④申請者が代金を支払っていることが確認できる書類（金融機関の「振込依頼書写し） 

・支払いは、申請者名義で金融機関窓口での振込をしてください。なお、原則、他の

請求書との合算支払はお控えください。 

・インターネットバンキングで振込みを行った場合は、次の◎のいずれかの書類を添

付してください。 

◎「振込みの受付書類」及び「振込みの送金結果（振込み日翌日以降の日付で

あるもの）」写し 

◎「振込みの受付書類」及び「通帳表紙と取引部分のページ写し（当座支払いで

あれば、金融機関から送られてくる当座勘定照合明細書写し）」 

・小切手払いで行った場合は、「小切手の半券写し」及び「金融機関から送られてく

る当座勘定照合明細書写し」 
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・現金払いの場合は、領収証写し及び現金出納簿等の写し（現金払いした理由を確

認する場合があります） 

・手形による支払は対象外となる場合がありますので注意してください。 

※金融機関への払込み手続において工事代金支払額から送金手数料を差し引い

た場合や値引きがある場合には、補助金の額が減額となる場合があります。 

⑤日付入り工事工程写真 

⑥地下タンク、地下配管検査結果報告書 

⑦危険物取扱所軽微な変更届出書等の書類 

⑧検収書写し 

⑨取得財産管理明細表（様式安定供給第１８号） 

⑩その他本会が要請する書類 

※１．申請時に提出した「現場組織表」に記載した工事請負業者と下請事業者間の

契約等に関する書類の写し 

※２．当該施設の運営者ではなく所有者が申請した場合で、工事施工前の運営者と

異なる者が、工事施工後に当該施設を運営する場合 

・品確法に基づく「揮発油販売業登録申請書」（新たに運営する者の物であって、

経済産業局の受領印のあるもの） 

・当該運営者との、「賃貸借契約書」写し（所有者以外の者が新たに運営する場合） 

 

 

B９．補助金支払請求書の提出：様式は本会ホームページからダウンロードしてください。 

○石油協会より送付された「額の確定通知書」の金額を確認し、補助金支払請求書に

必要事項を記載のうえ、石油組合または石油協会に提出してください。 

○申請内容と相違する実績内容かつ、補助対象要件等を満たしていない場合は、補

助金のお支払いができない場合もあります。 

 

※補助金の支払いは概ね補助金支払請求書が提出された月の翌月末日を目途に送金

する見込みです。 
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Ｂ10．写真の撮り方 

工事工程写真は、補助の対象となる工事を確実に行っているかどうかを確認するための

重要な書類です。 

交付決定時に送付する「脱炭素社会における燃料安定供給対策補助事業における工事

の注意点について」で示した作業項目を、同紙に記載されている写真の撮り方に注意し

てください。具体的には、作業日・作業箇所等作業内容を確実に撮影するよう、施工業

者に指示してください。 

以下に各工事の事例を紹介しますので、参考にしてください。 

なお、複数本数（箇所）工事を実施している場合の工事工程写真は、施工数分の写真を

提出してください。 

 

①内面ライニング施工工事（写真には工事日が分かるように日付を入れてください） 

・マンホール設置工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＦＲＰライニング施工後 
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・ＦＲＰライニング施工済証（通気管に貼付し、施工済みシールとＮｏが確認できるもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②電気防食システム設置工事 

 ・電極埋設作業 

 

埋設時の悪い例：日付や看板の撮影がない 

（埋設電極に本数を示す番号もない）        ・ジャンクションボックス設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

③精密油面計設置工事 

・センサー設置前                 ・センサー設置後 

・表示盤 

 

④ＳＩＲ 

・データ収集ユニット設置前            ・データ収集ニュニット設置後 

（日付を入れて撮影してください。）         （日付を入れて撮影してください。） 
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（４）省エネ型洗車機整備事業 予算額：５８．１億円 

 

１．申請者の要件（補助対象給油所の要件） 

○申請者の要件 

本事業を申請できる者は、揮発油等の品質の確保等に関する法律（品質確保法）に基づ

き登録された給油所に、補助対象設備を設置する品質確保法の登録を受けた揮発油販

売業者又は当該給油所の所有者又は貸主。 

但し、次の法令違反等の事項に該当しない者 

①申請資格に関する事項（誓約書（細則様式２）をご確認ください。） 

②暴力団排除に関する事項（暴力団排除に関する誓約書（別紙）をご確認ください。） 

③上記①②については申請会社の役員も含まれます。（役員等名簿（細則様式３）をご確

認ください。） 

※様式は石油協会ホームページよりダウンロードしてください。 

※補助対象設備に関し、他の補助金と重複して利用することはできません。 

 

○補助対象給油所の要件 

補助金受給者は申請時に「事業継続計画書」を提出し、これに基づき次の内容を実施す

る義務が生じます。 

 

事業継続計画書（細則様式１） 

本事業について８年間以上にわたり自社事業を適切に継続・運営し、脱炭素化社会

に向けて地域のライフラインとして欠かせないガソリン、灯油等の石油製品の燃料供

給を継続すること。 

 

２．補助対象設備・補助対象経費 

○補助対象設備 

省エネ型洗車機 

※中古品も対象です。 

 

○補助対象設備の条件 

①協会が省エネ効果を認めた門型洗車機で、別途指定する型番の設備に限る。 

※協会ホームページに「補助対象設備の型番指定に係る一覧表（門型洗車機）」を掲載 

②給油所の敷地内に設置する設備に限る。 

※防火塀や構内道路等を境界として隣接する場所で申請給油所等に係る設備である
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ものは一体不可分として対象として認めることがあります。 

 

○補助対象経費 

①本体購入費 

②設置工事費（補助対象設備の設置に直接必要なものに限る。但し、一次側電気工事及

び一次側土木工事は補助対象外） 

③試験調整費 

④消防納付金（消防手続費は補助対象外） 

⑤既存機器撤去・処分費 

※消費税、諸経費、一般管理費、消防手続費等は補助対象外 

 

３．補助金上限額 

○１ＳＳあたりの補助率及び補助金上限額は、下表の通りです。 

申請者の企業規模 補助対象経費上限額 補助率※ 補助金上限額 

中小企業等 
１，５００万円／ＳＳ 

２／３ １，０００万円／ＳＳ 

非中小企業 １／３   ５００万円／ＳＳ 

※予算を超える申請があった場合は、その受付期間中の全ての省エネ型洗車機整備事業

申請者を対象に、予算の範囲内で補助率を按分して交付決定します。 

 

・補助金額の算出方法 

 

４．申請の手続き 

○申請時の提出書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ＳＳで同時に申請する場合は、ＳＳごとに求めた「Ｃ．補助金額」を足したもの。 

A．「補助対象経費（発注額のうち補

助金交付の対象となる費用）」 

B．補助対象経費上限額 

１，５００万円／ＳＳ 

Aまたは Bのいずれか低い額 × 補助率 ＝ C．補助金額※ 
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補助金申請をするときは、以下の書類を石油組合または石油協会に提出してください。 

※様式書類及び別紙は石油協会ホームページよりダウンロードしてください。 

 

① 補助金交付申請書（様式安定供給第１号） 

② 法人の場合は、国税庁の法人番号公表サイトで検索した法人番号の写し 

国税庁 法人番号公表サイト： https://www.houjin-bangou.nta.go.jp 

③ 個人事業者を除いた中小企業等の場合、事業規模を確認する書類として、次のいず

れかの書類 

1) 「商業登記簿謄本写し」（申請日において最新の内容のもの） 

2) 法人税確定申告書に添付する「法人事業概況説明書写し」 

3) 「法人事業税・県民税申告書写し」及び「課税標準の分割に関する明細書写し」 

4) 「法人事業税・県民税申告書写し」及び「均等割額の計算に関する明細書写し」 

5) 「給与所得等の源泉所得税領収書（納付書）写し」  

④ 個人事業者を除いた中小企業等の場合、「みなし大企業」でないことを確認する書類

として、直近３年分の法人税確定申告書の「別表１写し」及び直近の法人税確定申告

書の「別表２写し」 

⑤ 卸売業の場合は、③の書類に加えて次のいずれかの書類 

1) 副特約店等との間で交わした「卸売販売契約等写し」 

2) 「品質維持計画認定申請書写し」及び当該申請書に添付する「申請前流通経路及

び申請後流通経路証明書並びに品質維持誓約書写し」 

⑥ 事業継続計画書（細則様式１） 

⑦ 誓約書（細則様式２） 

⑧ 暴力団排除に関する誓約書（交付規程別紙） 

⑨ 役員等名簿（細則様式３） 

※個人事業者の場合は、本人を記載する 

⑩ 取得財産等の管理・処分に関する誓約書（細則様式４） 

⑪ 運営者に貸与している者が申請者の場合は、次のいずれかの書類 

1) 所有者が確認できる当該施設に係る「建物不動産登記簿謄本写し」、「固定資産税

評価証明書写し」又は「固定資産課税明細書写し」等 

2) 運営者との賃貸借関係を示す「契約書写し」等 

⑫ ２業者以上の競争した見積書写し、又は随意契約の場合は１業者の見積書写し及び

選定理由書 

※見積書は日付のあるもので、申請日時点で有効期限内のもの。 

⑬ 申請する補助対象設備の製品仕様書（パンフレット）等 
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※同等の相違する製品で競争見積もりを行う場合は、各々の製品仕様書（パンフレット）

を提出すること 

⑭ 申請給油所の日付入り写真 

※給油所の全景写真、現況設備（入換する設備）の写真、増設の場合は申請する設備

の設置予定箇所の写真 

⑮ 申請給油所等の平面図 

※現況設備（入換する設備）、増設の場合は申請する設備の設置予定箇所がわかる

形で印をつけること 

⑯ その他協会が要請する書類 

 

５．補助金の支払手続き 

○実績報告書の提出 

全ての設置工事が終了し、設置工事に係る代金の支払いが完了した場合は、次の期間内

までに実績報告書を提出いただきます。 

 

・補助事業完了後、原則３０日以内に提出 

・最終提出期限は、２０２３年２月１０日（石油協会到着日）まで 

 

○実績報告書の提出書類 

実績報告をするときは、以下の書類を石油組合または石油協会に提出してください。 

※様式書類は石油協会ホームページよりダウンロードしてください。 

 

① 脱炭素社会燃料安定供給対策補助事業実績報告書（様式安定供給第１０号） 

② 「注文書写し」及び「注文請書写し」、又は「契約書写し」 

③ 施工業者が発行した「請求書写し」 

④ 申請者が代金を支払っていることが確認できる書類（金融機関の「振込依頼書」

写し） 

・支払いは、申請者名義で金融機関窓口での振込をしてください。なお、原則、他

の請求書との合算支払はお控えください。 

・インターネットバンキングで振込みを行った場合は、次の◎のいずれかの書類を

添付してください。 

◎「振込みの受付書類」及び「振込みの送金結果（振込み日翌日以降の日付であ

るもの）」写し 

◎「振込みの受付書類」及び「通帳表紙と取引部分のページ写し（当座支払いで
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あれば、金融機関から送られてくる当座勘定照合明細書写し）」 

・小切手払いで行った場合は、「小切手の半券写し」及び「金融機関から送られて

くる当座勘定照合明細書写し」 

・現金払いの場合は、領収証写し及び現金出納簿等の写し（現金払いした理由を確

認する場合があります） 

・手形による支払は対象外となりますので注意してください。 

⑤ 設置した補助対象設備の日付入り写真（給油所の全景写真、設置した設備の写真） 

※設置した設備の写真は、工事工程写真（設置前・撤去中・設置中・設置後）の形で     

提出すること 

⑥ 設置した設備の型番が確認できる写真 

※同種設備が複数ある場合、全ての設備分を撮影してください。 

※写真から直接番号が読み取れるもの（読めないものは不可） 

⑦ 施工業者からの次のいずれかの書類 

1)「納品書写し」 

2)「検収書写し」 

3)「作業報告書写し」 

4)その他設置したことがわかる書類 

⑧ 消防申請を行った場合は、次の書類 

1)「変更許可申請書」（消防の受付印があるもの）写し 

2)「許可証」写し 

3)「完成検査申請書」（消防の受付印があるもの）写し 

4)「完成検査済証」写し 

※仮使用承認申請の消防納付金が補助対象経費にある場合は、上記 1)～4)に加えて

次の書類 

5)「仮使用承認申請書写し」（消防の受付印があるもの） 

6)「仮使用承認証写し」 

若しくは、給油所隣接地に設置し消防申請を行う必要が無かった場合は、都道府

県知事に提出した「特定施設設置届出書写し」及び「受理書写し」 

⑨ 消防届出がある場合は「軽微な変更届出書」写し 

⑩ 「取得財産等管理明細表」（様式安定供給第１８号） 

⑪ その他協会が要請する書類 

 

６．実績報告及び支払等に関する注意事項 
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・石油協会から申請者への補助金のお支払いは、実績報告書及び添付書類で申請給油

所の要件や代金支払い等の確認を行い、最終的な補助金額をお知らせする「額の確定

通知書」を送付します。 

・申請内容と相違する実績内容であった場合、補助対象要件等を満たしていない場合は、

補助金のお支払いができません。 

・補助金額の確定は、施工業者への支払実績に基づき確定します。 

※支払実績に基づく確定となるため、一旦全額を負担する必要があります。 

※金融機関への払込み手続において代金支払額から送金手数料を差し引いた場合、値

引きの場合は、補助金の額が減額となる場合があります。 

 

７．補助金支払請求書の提出 

 

石油協会より送付された「額の確定通知書」の金額を確認し、補助金支払請求書に必要事

項を記載のうえ、石油組合または石油協会に提出してください。 

※様式書類は石油協会ホームページよりダウンロードしてください。 

 

○脱炭素社会燃料安定供給対策補助事業 補助金支払請求書（様式安定供給第１６号） 

※補助金のお支払いは概ね補助金支払請求書が提出された月の翌月末日を目途に送金

する見込みです。 
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（５）POSシステム整備事業 予算額：２９．９億円 

 

１．申請者の要件（補助対象給油所の要件） 

○申請者の要件 

本事業を申請できる者は、揮発油等の品質の確保等に関する法律（品質確保法）に基づ

き登録された給油所に、補助対象設備を設置する品質確保法の登録を受けた揮発油販

売業者又は当該給油所の所有者又は貸主。 

但し、次の法令違反等の事項に該当しない者 

①申請資格に関する事項（誓約書（細則様式２）をご確認ください。） 

②暴力団排除に関する事項（暴力団排除に関する誓約書（別紙）をご確認ください。） 

③上記①②については申請会社の役員も含まれます。（役員等名簿（細則様式３）をご確

認ください。） 

※様式は石油協会ホームページよりダウンロードしてください。 

※補助対象設備に関し、他の補助金と重複して利用することはできません。 

  

○補助対象給油所の要件 

補助金受給者は申請時に「事業継続計画書」及び「災害発生時の対応に関する誓約書」

を提出し、これらに基づき次の内容を実施する義務が生じます。 

 

事業継続計画書（細則様式１） 

本事業について８年間以上にわたり自社事業を適切に継続・運営し、脱炭素化社会に

向けて地域のライフラインとして欠かせないガソリン、灯油等の石油製品の燃料供給を

継続すること。 

 

災害発生時の対応に関する誓約書（細則様式５） 

【申請時】 

・資源エネルギー庁の「災害時情報収集システム」に連絡先を登録すること。 

【災害時】 

・給油所設備の損傷や従業員の負傷等により事業継続が困難になった場合を除き、地

域住民や被災者等に給油を継続すること。 

・資源エネルギー庁に対し、「災害時情報収集システム」により、速やかに被害状況等

の報告を行うこと。 

【平時】 

・災害時情報収集システムにアクセスして初期登録すること。 
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・資源エネルギー庁が実施する「災害時情報収集システム」の報告訓練へ参加するこ

と。 

 

２．補助対象設備・補助対象経費 

補助対象設備 条件等 

① ＰＯＳシステム 

※両替機は対象外 

・ＰＯＳ本体（ハード）のみに限る。 

・ＰＯＳ本体には、周辺機器（外設機・釣銭機・カードリー

ダー等）も補助対象とし、周辺機器のみの申請も補助対

象とする。（但しハンディは補助対象外。） 

・既存ＰＯＳ本体の台数以下に限る。（但し周辺機器の増設

については限らない。） 

・周辺機器の増設については補助対象とする。 

・未設置の給油所も補助対象とする。 

② 車番認証システム ・システム機器類として、専用カメラ、専用ＰＣ、プリンター、

情報出力端末、その他周辺機器、付属機器類（ケーブル

等）。 

デジタルサイネージ ・店頭価格看板としての使用は不可。 

 例  レギュラーガソリン ○○○円／ℓ  

※中古品も対象です。 

 

補助対象設備 補助対象経費 

① ＰＯＳシステム ・本体購入費 

・設置（取付）工事費（補助対象設備の設置（取付）に直接

必要なものに限る。） 

・試験調整費 

・消防納付金（消防手続費は補助対象外） 

・既存機器撤去・処分費（入換が必要な場合のみ） 

※消費税、諸経費、一般管理費、保守費、消防手続費等

は補助対象外 

② 車番認証システム 

デジタルサイネージ 

 

３．補助金上限額 

○１ＳＳあたりの補助率及び補助金上限額は、下表の通りです。 
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 ①－１ ＰＯＳシステム（セルフサービスＳＳ、又はセルフ化するフルサービスＳＳ） 

申請者の企業規模 補助対象経費上限額 補助率※ 補助金上限額 

中小企業等 
１，５００万円／ＳＳ 

２／３ １，０００万円／ＳＳ 

非中小企業 １／３   ５００万円／ＳＳ 

 

①－２ ＰＯＳシステム（フルサービスＳＳ） 

中小企業等 
  ４５０万円／ＳＳ 

２／３   ３００万円／ＳＳ 

非中小企業 １／３   １５０万円／ＳＳ 

 

②車番認証システム、デジタルサイネージ 

中小企業等 合計して   

  ４５０万円／ＳＳ 

２／３   ３００万円／ＳＳ 

非中小企業 １／３   １５０万円／ＳＳ 

※予算を超える申請があった場合は、その受付期間中の全てのＰＯＳシステム整備事業

申請者を対象に、予算の範囲内で補助率を按分して交付決定します。 

※ＰＯＳシステム、車番認証システム、デジタルサイネージは単独で申請できます。 
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○補助金額の算出方法 

 

 

ケース① 「中小企業等」、「フルサービス」のＳＳが、ＰＯＳシステムとデジタルサイネー

ジを導入  

・事業総額 ６５０万円 

内訳：ＰＯＳシステム…補助対象経費 ５００万円 

デジタルサイネージ…補助対象経費 １２０万円  

その他対象外経費３０万円 

・補助金額 ３８０万円 

内訳：ＰＯＳシステム…補助対象経費 ４５０万円（上限）×２/３＝３００万円 

    デジタルサイネージ…補助対象経費  １２０万円×２/３＝ ８０万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ＳＳで同時に申請する場合は、ＳＳごとに求めた「補助金額」を足したもの。 

 

A．①POSシステムの「補助対象経

費（発注額のうち補助金交付の対

象となる費用）」 

B．補助対象経費上限 

セルフ １，５００万円 

フル     ４５０万円 

A．②車番認証システム・デジタル

サイネージの「補助対象経費（発

注額のうち補助金交付の対象とな

る費用）」 

B．補助対象経費上限 

       ４５０万円 

Aまたは Bのいずれか低い額 × 補助率 ＝ C．補助金額 

Aまたは Bのいずれか低い額 × 補助率 ＝ C．補助金額 

Cの合計額が当該申請の補助金額※ 
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４．申請の手続き 

○申請時の提出書類 

補助金申請をするときは、以下の書類を石油組合または石油協会に提出してください。 

※様式書類及び別紙は石油協会ホームページよりダウンロードしてください。 

 

① 補助金交付申請書（様式安定供給第１号） 

② 法人の場合は、国税庁の法人番号公表サイトで検索した法人番号の写し 

国税庁 法人番号公表サイト： https://www.houjin-bangou.nta.go.jp 

③ 個人事業者を除いた中小企業等の場合、事業規模を確認する書類として、次のいず

れかの書類 

1) 「商業登記簿謄本写し」（申請日において最新の内容のもの） 

2) 法人税確定申告書に添付する「法人事業概況説明書写し」 

3) 「法人事業税・県民税申告書写し」及び「課税標準の分割に関する明細書写し」 

4) 「法人事業税・県民税申告書写し」及び「均等割額の計算に関する明細書写し」 

5) 「給与所得等の源泉所得税領収書（納付書）写し」  

④ 個人事業者を除いた中小企業等の場合、「みなし大企業」でないことを確認する書類

として、直近３年分の法人税確定申告書の「別表１写し」及び直近の法人税確定申告

書の「別表２写し」 

⑤ 卸売業の場合は、③の書類に加えて次のいずれかの書類 

1) 副特約店等との間で交わした「卸売販売契約等写し」 

2) 「品質維持計画認定申請書写し」及び当該申請書に添付する「申請前流通経路及

び申請後流通経路証明書並びに品質維持誓約書写し」 

⑥ 事業継続計画書（細則様式１） 

⑦ 誓約書（細則様式２） 

ケース② 「非中小企業」のＳＳが、車番認証システムとデジタルサイネージを導入  

・事業総額 ５５０万円 

内訳：車番認証システム…補助対象経費 ４００万円 

デジタルサイネージ…補助対象経費 １２０万円  

その他対象外経費３０万円 

・補助金額 １５０万円 

内訳：補助対象経費 ４５０万円（上限※）×１/３＝１５０万円 

※４００万円＋１２０万円＝５２０万円と補助対象経費上限４５０万円を比べて低い額 
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⑧ 暴力団排除に関する誓約書（交付規程別紙） 

⑨ 役員等名簿（細則様式３） 

※個人事業者の場合は、本人を記載する 

⑩ 取得財産等の管理・処分に関する誓約書（細則様式４） 

⑪ 災害発生時の対応に関する誓約書（細則様式５） 

⑫ 運営者に貸与している者が申請者の場合は、次のいずれかの書類 

1) 所有者が確認できる当該施設に係る「建物不動産登記簿謄本写し」、「固定資産税

評価証明書写し」又は「固定資産課税明細書写し」等 

2) 運営者との賃貸借関係を示す「契約書写し」等 

⑬ ２業者以上の競争した見積書写し、又は随意契約の場合は１業者の見積書写し及び

選定理由書 

※見積書は日付のあるもので、申請日時点で有効期限内のもの。 

⑭ 申請する補助対象設備の製品仕様書（パンフレット）等 

※同等の相違する製品で競争見積もりを行う場合は、各々の製品仕様書（パンフレット）

を提出すること 

⑮ 申請給油所の日付入り写真 

※給油所の全景写真、現況設備（入換する設備）の写真、増設の場合は申請する設備

の設置予定箇所の写真 

⑯ 申請給油所等の平面図 

※現況設備（入換する設備）、増設の場合は申請する設備の設置予定箇所がわかる

形で印をつけること 

⑰ その他協会が要請する書類 

 

５．補助金の支払手続き 

○実績報告書の提出 

全ての設置工事が終了し、設置工事に係る代金の支払いが完了した場合は、次の期間内

までに実績報告書を提出いただきます。 

 

・補助事業完了後、原則３０日以内に提出 

・最終提出期限は、２０２３年２月１０日（石油協会到着日）まで 

 

○実績報告書の提出書類 

実績報告をするときは、以下の書類を石油組合または石油協会に提出してください。 

※様式書類は石油協会ホームページよりダウンロードしてください。 
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① 脱炭素社会燃料安定供給対策補助事業実績報告書（様式安定供給第１０号） 

② 「注文書写し」及び「注文請書写し」、又は「契約書写し」 

③ 施工業者が発行した「請求書写し」 

④ 申請者が代金を支払っていることが確認できる書類（金融機関の「振込依頼書」

写し） 

・支払いは、申請者名義で金融機関窓口での振込をしてください。なお、原則、他

の請求書との合算支払はお控えください。 

・インターネットバンキングで振込みを行った場合は、次の◎のいずれかの書類を

添付してください。 

◎「振込みの受付書類」及び「振込みの送金結果（振込み日翌日以降の日付であ

るもの）」写し 

◎「振込みの受付書類」及び「通帳表紙と取引部分のページ写し（当座支払いで

あれば、金融機関から送られてくる当座勘定照合明細書写し）」 

・小切手払いで行った場合は、「小切手の半券写し」及び「金融機関から送られて

くる当座勘定照合明細書写し」 

・現金払いの場合は、領収証写し及び現金出納簿等の写し（現金払いした理由を確

認する場合があります） 

・手形による支払は対象外となりますので注意してください。 

⑤ 設置した補助対象設備の日付入り写真（給油所の全景写真、設置した設備の写真） 

※ＰＯＳシステムについては、設置した設備の写真は、工事工程写真（設置前・撤去

中・設置中・設置後）の形で提出すること 

※車番認証システム及びデジタルサイネージについては、設置した設備の写真は、工

事工程写真（設置前・（入換する場合は）既存設備の撤去後・設置後）の形で提出す

ること 

⑥ 設置した設備の型番と製造番号が確認できる写真 

※同種設備が複数ある場合、全ての設備分を撮影してください。 

※写真から直接番号が読み取れるもの（読めないものは不可） 

⑦ 施工業者からの次のいずれかの書類 

 １) 「納品書写し」 

 2） 「検収書写し」 

 3) 「作業報告書写し」 

 4） その他設置したことがわかる書類 

⑧ 消防申請を行った場合は、次の書類 
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1)「変更許可申請書」（消防の受付印があるもの）写し 

2)「許可証」写し 

3)「完成検査申請書」（消防の受付印があるもの）写し 

4)「完成検査済証」写し 

※仮使用承認申請の消防納付金が補助対象経費にある場合は、上記 1)～4)に加えて

次の書類 

5)「仮使用承認申請書写し」（消防の受付印があるもの） 

6)「仮使用承認証写し」 

⑨ 消防届出がある場合は「軽微な変更届出書」写し 

⑩ 「取得財産等管理明細表」（様式安定供給第１８号） 

⑪ その他協会が要請する書類 

 

６．実績報告及び支払等に関する注意事項 

 

・石油協会から申請者への補助金のお支払いは、実績報告書及び添付書類で申請給油

所の要件や代金支払い等の確認を行い、最終的な補助金額をお知らせする「額の確定

通知書」を送付します。 

・申請内容と相違する実績内容であった場合、補助対象要件等を満たしていない場合は、

補助金のお支払いができません。 

・補助金額の確定は、施工業者への支払実績に基づき確定します。 

※支払実績に基づく確定となるため、一旦全額を負担する必要があります。 

※金融機関への払込み手続において代金支払額から送金手数料を差し引いた場合、値

引きの場合は、補助金の額が減額となる場合があります。 

 

７．補助金支払請求書の提出 

 

石油協会より送付された「額の確定通知書」の金額を確認し、補助金支払請求書に必要事

項を記載のうえ、石油組合または石油協会に提出してください。 

※様式書類は石油協会ホームページよりダウンロードしてください。 

 

○脱炭素社会燃料安定供給対策補助事業 補助金支払請求書（様式安定供給第１６号） 

※補助金のお支払いは概ね補助金支払請求書が提出された月の翌月末日を目途に送

金する見込みです。 
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（６）省エネ型ローリー整備事業 予算額：４３億円 

 

本事業は、災害時の機動的な燃料供給拠点体制の確保のための「省エネ型ローリー」

の配備に要する経費に対し、当該経費の一部を助成する事業です。 

 

１）申請者資格 

  「事業継続計画」、「災害対応要件」の実施・同意について誓約する下記の者 

〇品確法登録給油所を運営する揮発油販売業者 

〇配送拠点を運営する石油販売業者 

〇施設の所有者（地方自治体のみ） 

・揮発油販売業者とは、揮発油等の品質の確保等に関する法律第 3条の登録事業者 

・配送拠点とは、消防法に規定する石油製品（ガソリン・軽油・灯油・Ａ重油）を貯蔵する

貯蔵所（移動タンク貯蔵所を除く）及び取扱所であって、住民拠点ＳＳ事業における配

送拠点（補助金利用業者：平成 31年度当初、令和 2年度当初）、または、小口燃料配

送拠点：中核給油所等事業における小口燃料配送拠点（補助金利用業者：平成 23 年

度補正、平成 24年度当初、平成 24年度補正）に該当するもの 

・石油販売業者とは、石油の備蓄の確保等に関する法律第２条第６号に規定する者（タ

ンクローリーのみを運営している者を除く） 

※災害対応要件を実施するのに必要なメールアドレスが登録できない場合は、申請でき

ません。 

補助金受給者は、次の災害対応要件について実施・同意する義務が生じます。（補助

金交付申請時に、誓約書を提出） 

【災害対応要件】 

①補助対象設備の損傷や従業員の負傷により石油製品の配送継続が困難となった

場合を除き、地域住民や被災者等への配送を継続すること。 
②病院等重要施設や電源車への燃料供給、避難所への配送など国や自治体等の要請

に応じた災害対応への協力を行うこと。 

③運営する給油所等（設置場所）の立地する都道府県内で震度５強以上の地震（当

該設置場所の立地地域の震度が５弱以下でも対象となる）、津波、噴火、台風、洪

水等の災害が発生した場合又は資源エネルギー庁から要請を受けた場合は、「災

害時情報収集システム」により、速やかに被害状況等の報告を行うこと。 

④所有するタンクローリーの情報(設置場所、タンク容量、油種等)について登録し、

災害対応に係る関係者間で共有することに同意すること。 

⑤資源エネルギー庁の実施する「災害時情報収集システム」の報告訓練へ協力する
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こと。 

⑥省エネ型ローリーについて、都道府県石油組合の下で管理を行い、災害発生時に

は石油組合と連携して燃料配送を行うこと（「災害発生時に、国や自治体等が災

害発生地域の石油組合を通じて石油製品の配送を要請することとなるため、対象

となる省エネ型ローリーを石油組合が管理する必要がある」という主旨。）。こ

れに必要な情報提供等の協力を石油組合に対して適切に行なうこと。 

※「災害対応要件」は、本事業を利用して取得したタンクローリーの処分制限期間

終了後も対応を求められることになります。 

※誓約に反した場合は、補助金の返還対象となりますので、上記内容を十分に理解

した上で申請してください。 

 

２）補助の対象となる費用 

省エネ型ローリー（石油製品（ガソリン、軽油、灯油、Ａ重油）を貯蔵する消

防法に基づく移動タンク貯蔵所（指定数量未満のタンクローリーを含む））の購

入にかかる費用のうち、補助金交付の対象となる費用は、次の費用です。 

 

①本体購入費（付帯設備に係る費用を含む） 

・車両本体 ・タンク本体（架装部品、架装作業費含む） 

・社名文字記入 ・元売指定色等塗装 ・消火器 ・「危」標識 

・寒冷地仕様（タイヤチェーンやスタッドレスタイヤは同時購入する場合のみ

対象） 

②代行手続費（書類作成費を含む） 

・車庫証明手続き代行費 ・検査登録手続き代行費 ・下取車手続き代行費 

・納車費用 ・消防手続き代行費 

③消防納付金 

 

※中古も対象となります。但し、「平成２７年度燃費基準達成車」に限る。（中

古車販売業者へ必ず確認すること） 

※省エネ型ローリーの「タンク」のみ、「車両」のみの申請は不可です。 

※分割払いによる購入やリースによる導入は補助対象外となります。 

※金融機関に対する振込み手数料は対象外となります。 

３）補助金上限額： 
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【中小企業】 

①タンク容量が１０ＫＬ未満のタンクローリー：４００万円 

 

 

   ②タンク容量が１０ＫＬ以上のタンクローリー：１，０００万円 

 

 

【非中小企業】 

③タンク容量が１０ＫＬ未満のタンクローリー：２００万円 

 

    

④タンク容量が１０ＫＬ以上のタンクローリー：５００万円 

 

 

・受付期間終了後、予算の範囲内で順次交付決定を行います。 

・予算を超える申請があった場合、その受付期間中の全申請者を対象に予算の範囲

で、交付決定します。 

４)注意事項 

①１事業者１台のみの申請となります 

②予算を超える申請があった場合、補助率を２／３以下および１／３以下に按分

することとなるため補助金の額が上限額 400万円または 1,000万円又は 200万

円または 500万円とならないことがあります。 

③発注先との契約は、本会から送付する「交付決定通知書」の日付以降で交わし

てください。事前に契約した場合は、補助金交付の対象外となります。また、

消防手続きについても、本会から送付する「交付決定通知書」の日付以降に手

続きを行ってください。 

④実績報告書の提出：補助事業完了後、３０日以内に提出してください。 

※最終提出期限：２０２３年２月１０日（本会着） 

発注した省エネ型ローリーの納期（納車）が遅れたことにより、実績報告書

の提出が間に合わなかった場合も補助金交付の対象外となりますので、発注

予定先と充分調整の上、申請してください。 

 

例） 補助対象額（600万円）×補助率（２／３）＝補助金（上限：400万円） 

例） 補助対象額（1500万円）×補助率（２／３）＝補助金（上限：1,000万円） 

例） 補助対象額（600万円）×補助率（１／３）＝補助金（上限：200万円） 

例） 補助対象額（1500万円）×補助率（１／３）＝補助金（上限：500万円） 
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５）申請から補助金交付までの流れ 

１）交付申請（申請者 → 石油組合または石油協会） 

〔交付申請に必要な書類〕各様式は本会ホームページからダウンロードしてくだ

さい 

 ①補助金交付申請書（様式安定供給第１号） 

 ②省エネ型ローリー整備事業詳細情報等（細則様式９） 

※法人番号の検索結果は申請書に必ず添付 

 ③申請者が中小企業等の場合にあっては事業規模を確認する書類として、次の

いずれかの書類、及びみなし大企業でないことを確認する書類として直近

３年分の法人税確定申告書の「別表１写し」及び直近の法人税確定申告書

の「別表２写し」 

1)「商業登記簿謄本写し」（申請日において最新の内容のもの） 

2) 法人税確定申告書に添付する「法人事業概況説明書写し」 

3)「法人事業税・県民税申告書写し」及び「課税標準の分割に関する明細書

写し」 

4)「法人事業税・県民税申告書写し」及び「均等割額の計算に関する明細書

写し」 

5)「給与所得等の源泉所得税領収書（納付書）写し」 

・卸売業の場合にあっては、前号 1)～5)のいずれかの書類に加えて次のいずれ

かの書類 

・副特約店等との間で交わした「卸売販売契約等写し」 

・「品質維持計画認定申請書写し」及び当該申請書に添付する「申請前流通経

路及び申請後流通経路証明書並びに品質維持誓約書写し」 

④「事業継続計画書」（細則様式１） 

⑤申請資格要件にかかる「誓約書」（細則様式２） 

⑥石油販売業者が申請する場合、次の全ての書類（品確法登録給油所を運営す

る揮発油販売業者は提出する必要はありません） 

・「石油の備蓄の確保等に関する法律第２７条」に基づき、経済産業大臣に提

出している「石油販売業」の「届出書」又は「変更届出書」写し（経済産

業局等の受付印があるもの） 

・申請日において現に運営している配送拠点にかかる消防法に基づく設置許

可書類（写し） 

⑦取得財産等の管理・処分に関する誓約書（細則様式４） 

⑧申請者の「役員等名簿」（細則様式３） 
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⑨省エネ型ローリーの適正利用に係る誓約書（細則様式６） 

⑩誓約書（暴力団排除に関する誓約事項）（交付規定別紙） 

⑪災害発生時の対応に関する誓約書（細則様式５ 資源エネルギー庁 石油流

通課宛） 

⑫２社以上の見積書写し（同一条件のもの） 

・見積日付があるもの 

・申請時点で有効期限内であるもの 

・中古車を購入する場合で、一般の競争に付することが困難な場合は、同条件

の市場価格が確認できるもの。 

⑬災害時の配送状況報告にかかる誓約書（細則様式７） 

⑭災害発生時の連携体制に関する同意書（細則様式８） 

⑮その他、本会が必要に応じて要請する書類 

２）交付決定通知書（石油協会または石油組合 → 申請者）  

３）交付決定通知日以降の日付で契約、発注 → 納車  

４）実績報告書（申請者 → 石油組合または石油協会）  

 

実績報告書の提出：補助事業完了後、３０日以内に提出してください。 

※最終提出期限：２０２３年２月１０日（本会着） 

購入した省エネ型ローリーの納期（納車）が遅れたことにより、実績報告書の

提出が間に合わなかった場合も補助金交付の対象外となりますので、発注先と充

分調整の上、申請してください。 

 

〔実績報告に必要な書類〕各様式は本会ホームページからダウンロードしてくだ

さい 

①「補助事業実績報告書（様式安定供給第１０号）」 

②「注文書」、「注文請書」写し又は「契約書」写し 

③「請求書」写し 

④申請者が代金を支払っていることが確認できる書類（金融機関の「振込依頼

書」し） 

・支払いは、申請者名義で金融機関窓口での振込をしてください。なお、原

則、他の請求書との合算支払はお控えください。 

・インターネットバンキングで振込みを行った場合は、次の◎のいずれかの

書類を添付してください。 

◎「振込みの受付書類」及び「振込みの送金結果（振込み日翌日以降の日付
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であるもの）」写し 

◎「振込みの受付書類」及び「通帳表紙と取引部分のページ写し（当座支払

いであれば、金融機関から送られてくる当座勘定照合明細書写し）」 

・小切手払いで行った場合は、「小切手の半券写し」及び「金融機関から送ら

れてくる当座勘定照合明細書写し」 

・現金払いの場合は、領収証写し及び現金出納簿等の写し（現金払いした理

由を確認する場合があります） 

・手形による支払は対象外となりますので注意してください。 

⑤「車検証」写し（申請者と所有者が同一のもの） 

⑥消防法に基づく「危険物貯蔵所設置許可申請」を行った場合は、次の書類

（全て消防署等の受領印等のあるもの） 

・所轄消防署等へ申請した「危険物貯蔵所設置許可申請書」写し 

・当該申請に対する「構造設備明細書」写し 

・当該申請に対する「設置許可証」写し 

・当該許可証に対する「完成検査申請書」写し 

・当該申請書に対する「完成検査済証」写し 

⑦指定数量未満の貯蔵量で、⑥の手続きを行っていない場合は、「少量危険物貯

蔵届出書」等写し（構造設備明細等の添付書類を含む）（消防署等の受領印の

あるもの） 

⑧購入した省エネ型ローリーのカラー写真（日付入り） 

・前後左右方向から撮影、車両ナンバーが確認できること 

・積載油種が確認できること 

・スタッドレスタイヤ、タイヤチェーン、消火器等省エネ型ローリー

と同時購入している備品等がある場合は、その写真 

⑨取得財産等管理明細表（様式安定供給第１８号） 

⑩その他、本会が必要に応じて要請する書類 

５）額の確定通知書（石油協会または石油組合 → 申請者 ） 

６）支払請求書（申請者 → 石油組合または石油協会 ） 

７）補助金交付（石油協会 → 申請者）  
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（７）タブレット型給油許可システム整備事業 予算額：４．６億円 

 

１．申請者の要件（補助対象給油所の要件） 

○申請者の要件 

本事業を申請できる者は、揮発油等の品質の確保等に関する法律（品質確保法）に基づ

き登録された給油所に、補助対象設備を設置する品質確保法の登録を受けた揮発油販

売業者又は当該給油所の所有者又は貸主。 

但し、次の法令違反等の事項に該当しない者 

①申請資格に関する事項（誓約書（細則様式２）をご確認ください。） 

②暴力団排除に関する事項（暴力団排除に関する誓約書（別紙）をご確認ください。） 

③上記①②については申請会社の役員も含まれます。（役員等名簿（細則様式３）をご確

認ください。） 

※様式は石油協会ホームページよりダウンロードしてください。 

※補助対象設備に関し、他の補助金と重複して利用することはできません。 

 

○補助対象給油所の要件 

補助金受給者は申請時に「事業継続計画書」を提出し、これに基づき次の内容を実施す

る義務が生じます。 

 

事業継続計画書（細則様式１） 

本事業について８年間以上にわたり自社事業を適切に継続・運営し、脱炭素化社会

に向けて地域のライフラインとして欠かせないガソリン、灯油等の石油製品の燃料供

給を継続すること。 

 

２．補助対象設備・補助対象経費 

○補助対象設備 

タブレット型給油許可システム 

※中古品も対象です。 

 

○補助対象設備の条件 

①顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に限る 

②システム構成は携帯専用端末（SSC）、SSC本体、無線機器一式、その他付属機器 

 

○補助対象経費 
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①本体購入費 

②設置工事費 

③消防納付金 

※消費税、諸経費、一般管理費、消防手続費等は補助対象外 

 

３．補助金上限額 

○１ＳＳあたりの補助率及び補助金交付限度額は、下表の通りです。 

申請者の企業規模 補助対象経費上限額 補助率※ 補助金上限額 

中小企業等 
３００万円／ＳＳ 

２／３ ２００万円／ＳＳ 

非中小企業 １／３ １００万円／ＳＳ 

※予算を超える申請があった場合は、その受付期間中の全てのタブレット型給油許可シ

ステム整備事業申請者を対象に、予算の範囲内で補助率を按分して交付決定します。 

 

○補助金額の算出方法 

 

４．申請の手続き 

○申請時の提出書類 

補助金申請をするときは、以下の書類を石油組合または石油協会に提出してください。 

※様式書類及び別紙は石油協会ホームページよりダウンロードしてください。 

 

① 補助金交付申請書（様式安定供給第１号） 

② 法人の場合は、国税庁の法人番号公表サイトで検索した法人番号の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※２ＳＳで同時に申請する場合は、ＳＳごとに求めた「Ｃ．補助金額」を足したもの。 

A．「補助対象経費（発注額のうち補

助金交付の対象となる費用※）」 

B．補助対象経費上限 

３００万円／ＳＳ 

Aまたは Bのいずれか低い額 × 補助率 ＝ C．補助金額※ 
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国税庁 法人番号公表サイト： https://www.houjin-bangou.nta.go.jp 

③ 個人事業者を除いた中小企業等の場合、事業規模を確認する書類として、次のいず

れかの書類 

1) 「商業登記簿謄本写し」（申請日において最新の内容のもの） 

2) 法人税確定申告書に添付する「法人事業概況説明書写し」 

3) 「法人事業税・県民税申告書写し」及び「課税標準の分割に関する明細書写し」 

4) 「法人事業税・県民税申告書写し」及び「均等割額の計算に関する明細書写し」 

5) 「給与所得等の源泉所得税領収書（納付書）写し」  

④ 個人事業者を除いた中小企業等の場合、「みなし大企業」でないことを確認する書類

として、直近３年分の法人税確定申告書の「別表１写し」及び直近の法人税確定申告

書の「別表２写し」 

⑤ 卸売業の場合は、③の書類に加えて次のいずれかの書類 

1) 副特約店等との間で交わした「卸売販売契約等写し」 

2) 「品質維持計画認定申請書写し」及び当該申請書に添付する「申請前流通経路及

び申請後流通経路証明書並びに品質維持誓約書写し」 

⑥ 事業継続計画書（細則様式１） 

⑦ 誓約書（細則様式２） 

⑧ 暴力団排除に関する誓約書（交付規程別紙） 

⑨ 役員等名簿（細則様式３） 

※個人事業者の場合は、本人を記載する 

⑩ 取得財産等の管理・処分に関する誓約書（細則様式４） 

⑪ 運営者に貸与している者が申請者の場合は、次のいずれかの書類 

1) 所有者が確認できる当該施設に係る「建物不動産登記簿謄本写し」、「固定資産税

評価証明書写し」又は「固定資産課税明細書写し」等 

2) 運営者との賃貸借関係を示す「契約書写し」等 

⑫ ２業者以上の競争した見積書写し、又は随意契約の場合は１業者の見積書写し及び

選定理由書 

※見積書は日付のあるもので、申請日時点で有効期限内のもの。 

⑬ 申請する補助対象設備の製品仕様書（パンフレット）等 

※同等の相違する製品で競争見積もりを行う場合は、各々の製品仕様書（パンフレット）

を提出すること 

⑭ 申請給油所の日付入り写真 

※給油所の全景写真、申請する設備の設置予定箇所の写真 

⑮ 申請給油所等の平面図 
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※申請する設備の設置予定箇所がわかる形で印をつけること 

⑯ その他協会が要請する書類 

 

５．補助金の支払手続き 

○実績報告書の提出 

全ての設置工事が終了し、設置工事に係る代金の支払いが完了した場合は、次の期間内

までに実績報告書を提出いただきます。 

 

・補助事業完了後、原則３０日以内に提出 

・最終提出期限は、２０２３年２月１０日（石油協会到着日）まで 

 

○実績報告時の提出書類 

実績報告をするときは、以下の書類を石油組合または石油協会に提出してください。 

※様式書類は石油協会ホームページよりダウンロードしてください。 

 

① 脱炭素社会燃料安定供給対策補助事業実績報告書（様式安定供給第１０号） 

② 「注文書写し」及び「注文請書写し」、又は「契約書写し」 

③ 施工業者からの次のいずれかの書類 

1)「納品書写し」 

2)「検収書写し」 

3)「作業報告書写し」 

4)その他設置したことがわかる書類 

④ 施工業者が発行した「請求書写し」 

⑤ 申請者が代金を支払っていることが確認できる書類（金融機関の「振込依頼書」

写し） 

・支払いは、申請者名義で金融機関窓口での振込をしてください。なお、原則、他

の請求書との合算支払はお控えください。 

・インターネットバンキングで振込みを行った場合は、次の◎のいずれかの書類を

添付してください。 

◎「振込みの受付書類」及び「振込みの送金結果（振込み日翌日以降の日付であ

るもの）」写し 

◎「振込みの受付書類」及び「通帳表紙と取引部分のページ写し（当座支払いで

あれば、金融機関から送られてくる当座勘定照合明細書写し）」 

・小切手払いで行った場合は、「小切手の半券写し」及び「金融機関から送られて
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くる当座勘定照合明細書写し」 

・現金払いの場合は、領収証写し及び現金出納簿等の写し（現金払いした理由を確

認する場合があります） 

・手形による支払は対象外となりますので注意してください。 

⑥ 設置した補助対象設備の日付入り写真（給油所の全景写真、設置した設備の写真、

機器の写真） 

※設置した設備の写真は、工事工程写真（設置前・設置後）の形で提出すること 

⑦ 設置した設備の型番と製造番号が確認できる写真 

※同種設備が複数ある場合でも、全ての設備分を撮影してください。 

※写真から直接番号が読み取れるもの（読めないものは不可） 

⑧ 消防申請を行った場合は、次の書類 

1)「変更許可申請書」（消防の受付印があるもの）写し 

2)「許可証」写し 

3)「完成検査申請書」（消防の受付印があるもの）写し 

4)「完成検査済証」写し 

※仮使用承認申請の消防納付金が補助対象経費にある場合は、上記 1)～4)に加えて

次の書類 

5)「仮使用承認申請書写し」（消防の受付印があるもの） 

6)「仮使用承認証写し」 

⑨ 消防届出がある場合は「軽微な変更届出書」写し 

⑩ 「取得財産等管理明細表」（様式安定供給第１８号） 

⑪ その他協会が要請する書類 

 

 

６．実績報告及び支払等に関する注意事項 

 

・石油協会から申請者への補助金のお支払いは、実績報告書及び添付書類で申請給油

所の要件や代金支払い等の確認を行い、最終的な補助金額をお知らせする「額の確定

通知書」を送付します。 

・申請内容と相違する実績内容であった場合、補助対象要件等を満たしていない場合は、

補助金のお支払いができません。 

・補助金額の確定は、施工業者への支払実績に基づき確定します。 

※支払実績に基づく確定となるため、一旦全額を負担する必要があります。 



112 

 

※金融機関への払込み手続において代金支払額から送金手数料を差し引いた場合、値

引きの場合は、補助金の額が減額となる場合があります。 

 

７．補助金支払請求書の提出 

 

石油協会より送付された「額の確定通知書」の金額を確認し、補助金支払請求書に必要事

項を記載のうえ、石油組合または石油協会に提出してください。 

※様式書類は石油協会ホームページよりダウンロードしてください。 

 

○脱炭素社会燃料安定供給対策補助事業 補助金支払請求書（様式安定供給第１６号） 

※補助金のお支払いは概ね補助金支払請求書が提出された月の翌月末日を目途に送

金する見込みです。 
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（８）灯油タンク等スマートセンサー整備事業 予算額８．０億円 

 

１．申請者の要件（補助対象給油所の要件） 

○申請者の要件 

本事業を申請できる者は、揮発油等の品質の確保等に関する法律（品質確保法）に基づ

き登録された給油所に、補助対象設備を設置する品質確保法の登録を受けた揮発油販

売業者。 

但し、次の法令違反等の事項に該当しない者 

①申請資格に関する事項（誓約書（細則様式２）をご確認ください。） 

②暴力団排除に関する事項（暴力団排除に関する誓約書（別紙）をご確認ください。） 

③上記①②については申請会社の役員も含まれます。（役員等名簿（細則様式３）をご確

認ください。） 

※様式は石油協会ホームページよりダウンロードしてください。 

※補助対象設備に関し、他の補助金と重複して利用することはできません。 

 

○補助対象給油所の要件 

補助金受給者は申請時に「事業継続計画書」を提出し、これに基づき次の内容を実施す

る義務が生じます。 

 

事業継続計画書（細則様式１） 

本事業について８年間以上にわたり自社事業を適切に継続・運営し、脱炭素化社会

に向けて地域のライフラインとして欠かせないガソリン、灯油等の石油製品の燃料供

給を継続すること。 

 

２．補助対象設備・補助対象経費 

○補助対象設備 

スマートセンサー 

※中古品も対象です。 

 

○補助対象設備の条件 

①タンク内の液面レベルを検知し、無線で在庫量データをクラウド環境に蓄積することが

できるもの。 

②配送先である家庭の灯油タンク等に設置するものに限る（所有名義は申請者） 

③設置して稼動できる申請に限る（単なる購入は不可）。 



114 

 

 ※実績報告時に提出頂く「設置場所のリスト」で確認できる台数を補助対象とします。 

 

○補助対象経費 

①本体購入費 

②設置工事費 

 

※消費税、諸経費、一般管理費は補助対象外 

 

３．補助金上限額 

○１事業者あたりの補助率及び補助金交付限度額は、下表の通りです。 

申請者の企業規模 補助対象経費上限額 補助率※ 補助金上限額 

中小企業等 
１３１２．５万円／事業者 

２／３   ８７５万円／事業者 

非中小企業 １／３ ４３７．５万円／事業者 

※予算を超える申請があった場合は、その受付期間中の全ての灯油タンク等スマートセン

サー整備事業申請者を対象に、予算の範囲内で補助率を按分して交付決定します。 

※本事業は揮発油販売業者ごと１回のみ申請いただけます。申請の際は運営ＳＳの中から

任意の１ＳＳを申請給油所等として選定してください。 

 

○補助金額の算出方法（１事業者あたり） 

 

４．申請の手続き 

○申請時の提出書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

A．「補助対象経費（発注額のうち補

助金交付の対象となる費用）」 

※「設置場所のリスト」で確認できる

台数を補助対象とします。 

B．補助対象経費上限 

１３１２．５万円／事業者 

Aまたは Bのいずれか低い額 × 補助率 ＝ C．補助金額※ 
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補助金申請をするときは、以下の書類を石油組合または石油協会に提出してください。 

※様式書類及び別紙は石油協会ホームページよりダウンロードしてください。 

 

① 補助金交付申請書（様式安定供給第１号） 

② 法人の場合は、国税庁の法人番号公表サイトで検索した法人番号の写し 

国税庁 法人番号公表サイト： https://www.houjin-bangou.nta.go.jp 

③ 個人事業者を除いた中小企業等の場合、事業規模を確認する書類として、次のいず

れかの書類 

1) 「商業登記簿謄本写し」（申請日において最新の内容のもの） 

2) 法人税確定申告書に添付する「法人事業概況説明書写し」 

3) 「法人事業税・県民税申告書写し」及び「課税標準の分割に関する明細書写し」 

4) 「法人事業税・県民税申告書写し」及び「均等割額の計算に関する明細書写し」 

5) 「給与所得等の源泉所得税領収書（納付書）写し」  

④ 個人事業者を除いた中小企業等の場合、「みなし大企業」でないことを確認する書類

として、直近３年分の法人税確定申告書の「別表１写し」及び直近の法人税確定申告

書の「別表２写し」 

⑤ 卸売業の場合は、③の書類に加えて次のいずれかの書類 

1) 副特約店等との間で交わした「卸売販売契約等写し」 

2) 「品質維持計画認定申請書写し」及び当該申請書に添付する「申請前流通経路及

び申請後流通経路証明書並びに品質維持誓約書写し」 

⑥ 事業継続計画書（細則様式１） 

⑦ 誓約書（細則様式２） 

⑧ 暴力団排除に関する誓約書（交付規程別紙） 

⑨ 役員等名簿（細則様式３） 

※個人事業者の場合は、本人を記載する 

⑩ 取得財産等の管理・処分に関する誓約書（細則様式４） 

⑪ ２業者以上の競争した見積書写し、又は随意契約の場合は１業者の見積書写し及び

選定理由書 

※見積書は日付のあるもので、申請日時点で有効期限内のもの。 

⑫ 申請する補助対象設備の製品仕様書（パンフレット）等 

※同等の相違する製品で競争見積もりを行う場合は、各々の製品仕様書（パンフレット）

を提出すること 

⑬ 設置予定場所のリスト（個人情報に該当しないもの） 

※記載例 〇〇市 500 世帯、〇〇郡〇〇町 300世帯 … 
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⑭ その他協会が要請する書類 

 

５．補助金の支払手続き 

○実績報告書の提出 

全ての設置工事が終了し、設置工事に係る代金の支払いが完了した場合は、次の期間内

までに実績報告書を提出いただきます。 

 

・補助事業完了後、原則３０日以内に提出 

・最終提出期限は、２０２３年２月１０日（石油協会到着日）まで 

 

○実績報告時の提出書類 

実績報告をするときは、以下の書類を石油組合または石油協会に提出してください。 

※様式書類は石油協会ホームページよりダウンロードしてください。 

 

① 脱炭素社会燃料安定供給対策補助事業実績報告書（様式安定供給第１０号） 

② 「注文書写し」及び「注文請書写し」、又は「契約書写し」 

③ 施工業者等からの次のいずれかの書類 

1)「納品書写し」 

2)「検収書写し」 

3)「作業報告書写し」 

4)その他設置したことがわかる書類 

④ 施工業者が発行した「請求書写し」 

⑤ 申請者が代金を支払っていることが確認できる書類（金融機関の「振込依頼書」

写し） 

・支払いは、申請者名義で金融機関窓口での振込をしてください。なお、原則、他

の請求書との合算支払はお控えください。 

・インターネットバンキングで振込みを行った場合は、次の◎のいずれかの書類を

添付してください。 

◎「振込みの受付書類」及び「振込みの送金結果（振込み日翌日以降の日付であ

るもの）」写し 

◎「振込みの受付書類」及び「通帳表紙と取引部分のページ写し（当座支払いで

あれば、金融機関から送られてくる当座勘定照合明細書写し）」 

・小切手払いで行った場合は、「小切手の半券写し」及び「金融機関から送られて

くる当座勘定照合明細書写し」 
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・現金払いの場合は、領収証写し及び現金出納簿等の写し（現金払いした理由を確

認する場合があります） 

・手形による支払は対象外となりますので注意してください。 

⑥ 設置した補助対象設備の日付入り写真 

※設置した設備の写真は、設置後の状態のもので⑦の「設置場所のリスト」から任意の

１ヶ所分。場所を書き添えること。 

⑦ 設置場所のリスト（設置事業者に提出したもの又は設置事業者において管理・運

営されているシステムに登録した情報を列記したもの。） 

⑧ 消防届出がある場合は「軽微な変更届出書」写し 

⑨ 「取得財産等管理明細表」（様式安定供給第１８号） 

⑩ その他協会が要請する書類 

 

６．実績報告及び支払等に関する注意事項 

 

・石油協会から申請者への補助金のお支払いは、実績報告書及び添付書類で申請給油

所の要件や代金支払い等の確認を行い、最終的な補助金額をお知らせする「額の確定

通知書」を送付します。 

・申請内容と相違する実績内容であった場合、補助対象要件等を満たしていない場合は、

補助金のお支払いができません。 

・補助金額の確定は、施工業者への支払実績に基づき確定します。 

※支払実績に基づく確定となるため、一旦全額を負担する必要があります。 

※金融機関への払込み手続において代金支払額から送金手数料を差し引いた場合、値

引きの場合は、補助金の額が減額となる場合があります。 

 

７．補助金支払請求書の提出 

 

石油協会より送付された「額の確定通知書」の金額を確認し、補助金支払請求書に必要事

項を記載のうえ、石油組合または石油協会に提出してください。 

※様式書類は石油協会ホームページよりダウンロードしてください。 

 

○脱炭素社会燃料安定供給対策補助事業 補助金支払請求書（様式安定供給第１６号） 

※補助金のお支払いは概ね補助金支払請求書が提出された月の翌月末日を目途に送

金する見込みです。 
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（９）官公需システム整備事業 予算額：０．５億円 

本事業は、石油組合が国や独立行政法人、地方自治体等からの物品購入に係る発注

を受注するためにその構成員の給油所等に設置する設備に要する経費に対し、当該経

費の一部を助成する事業です。 

１）申請者資格 

  石油組合 

  「石油組合」とは、揮発油販売業者を構成員とする中小企業団体の組織に関す

る法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づき設立された区域を組合の地

区と定めた商業組合並びに揮発油販売業者を直接又は間接の構成員とする

中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づき設立された

都道府県の区域を組合の地区と定めた事業協同組合をいい、北海道にあっ

ては、道の区域を組合の地区とする協同組合連合会の会員である事業協同

組合をいう。 

２）「官公需システム」の補助の対象となる費用 

  補助対象経費の上限：３，０００万円 

  補 助 率：        ２／３ 

補助金上限額：   ２，０００万円 

  補助金交付の対象となる費用は、次の費用です。 

 

①タブレット 

②プリンター 

③ＩＣカードリーダー 

④Wi-Fiルーター 

⑤ＳＩＭカード 

※中古品も対象です。 

※金融機関に対する振込み手数料は対象外となります。 

 

〔交付申請に必要な書類〕各様式は本会ホームページからダウンロードして

ください 

申請から補助金交付までの流れ 

１）交付申請（石油組合 → 石油協会） 

 ①補助金交付申請書（様式安定供給第１号）※法人番号の検索結果は申請書に

必ず添付 
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②申請資格要件にかかる「誓約書」（細則様式２） 

③誓約書（暴力団排除に関する誓約事項）（交付規定別紙） 

④申請者の「役員等名簿」（細則様式３） 

⑤取得財産等の管理・処分に関する誓約書（細則様式４） 

⑥２社以上の競争した見積書写し、又は随意契約の場合は１業者の見積書写し及 

び選定理由書 

⑦申請する補助対象設備の製品仕様書等 

⑧設置予定場所のリスト（個人情報に該当しないもの） 

⑨その他、本会が必要に応じて要請する書類 

２）交付決定通知書（石油協会 → 石油組合）  

３）交付決定通知日以降の日付で契約、発注 → 納品  

４）実績報告書（石油組合 → 石油協会）  

実績報告書の提出：補助事業完了後、３０日以内に提出してください。 

※最終提出期限：２０２３年２月１０日（本会着） 

 

納期が遅れたことにより、実績報告書の提出が間に合わなかった場合も補助金交

付の対象外となりますので、発注先と充分調整の上、申請してください。 

 

〔実績報告に必要な書類〕各様式は本会ホームページからダウンロードして

ください 

①「補助事業実績報告書（様式安定供給第１０号）」 

②「注文書」、「注文請書」写し又は「契約書」写し 

③「請求書」写し 

④ 申請者が代金を支払っていることが確認できる書類（金融機関の「振込依頼

書」写し） 

⑤ 設置した補助対象設備の日付入り写真 

※設置した設備の写真は、設置後の状態のもので⑦の「設置場所のリスト」から任

意の１ヶ所分。場所を書き添えること。 

⑥ 設置業者等から次のいずれかの書類 

1)納品書写し 

2)検収書写し 

3)作業報告書写し 

4)その他設置したことがわかる書類 

⑦ 設置場所のリスト（設置事業者に提出したもの又は設置事業者において管
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理・運営されているシステムに登録した情報を列記したもの。） 

⑧ 取得財産等管理明細表（様式安定供給第１８号） 

⑨ その他協会が要請する書類 
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Ⅳ．補助金受給後に生じる義務 

 

●補助金の返還に関する重要なことを記載しています。 

●申請者の方は、以下の点を必ずご確認ください。 

 

（１）財産管理 

本事業は、設備本体に対して補助金が交付されるため、各設備ごとに定められた処分制限

期間中、申請者（補助金受給者）は下記の財産管理を行う義務が生じます。適切・確実な財産

管理を行うとともに、実績報告書の提出時には「取得財産等管理明細表（様式安定供給第１８

号）」を必ず添付してください（記入例 P１２５を参照ください）。 

 

（２）対象となる財産 

取得価格が単価５０万円（消費税抜き）以上の設備 

 

（３）処分制限期間 

【新品の場合】 

補助対象設備名 処分制限期間 

ベーパー回収設備（計量機） ８年 

ベーパー回収設備（荷卸し設備） ８年 

地下タンク ８年 

樹脂製配管（樹脂被覆配管含む） ８年 

電気防食システム ８年 

精密油面計 ８年 

SIRシステム ８年 

門型洗車機 ８年 

官公需システム ５年 

ＰＯＳシステム ５年 

車番認証システム ５年 

デジタルサイネージ ５年 

タンクローリー（総排気量 2,000CC以下） ３年 

タンクローリー（総排気量 2,000CC超） ４年 
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【中古の場合】 ※国税庁ホームページより 

（注意） 

○「処分制限期間」は、補助事業上の処分制限期間を示しているもので、取得した財産を 

償却する際の法定耐用年数を示しているものではありません。 

 

 

  

補助対象設備名 処分制限期間 

タブレット型給油許可システム １０年 

灯油タンク等スマートセンサー ５年 

経過年数 処分制限期間 

・上記「新品」の処分制限期間の 

全てを経過している場合 
「新品の処分制限期間×２０％」の期間 

・上記「新品」の処分制限期間の 

一部を経過している場合 

「（新品の処分制限期間－経過年数） 

＋（経過年数×２０％）」の期間 

○算出した年数に１年未満の端数があるときは、端数は切り捨てます。 

○算出した年数が２年に満たない場合は、２年とします。 

＜計算例＞ 

新品の処分制限期間：８年（経過年数：４年の場合） 

（８年－４年）＋（４年×２０％）＝４.８年→４年（端数切り捨て） 
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（４）財産処分の定義 

○補助事業上の財産の「処分」とは次のものをいいます。 

処分方法 処分内容 

転用 
取得した設備・機器の所有者の変更を伴わない目的外使用 

（SS廃止等に伴い設備・機器を使用しなくなる場合も含みます） 

譲渡 取得した設備・機器の所有者の変更 

交換 取得した設備・機器と他人の所有する他の財産との交換 

貸付け 取得した設備・機器の所有者の変更を伴わない使用者の変更 

担保に 

供する処分 
取得した設備・機器に対する抵当権、その他の担保権の設定 

取壊し 取得した設備・機器の使用を止め、取り壊すこと 

廃棄 取得した設備・機器の使用を止め、廃棄処分すること 

 

（５）処分制限期間中の財産管理の方法 

○「取得財産等管理台帳（様式安定供給第１７号）」を作成し、申請者自身で管理する。 

○「取得財産等管理明細表（様式安定供給第１８号）」を作成し、毎年度更新する。 

 

（６）処分制限期間中の財産処分 

○処分制限期間中は、取得した設置設備を協会の許可なく「処分」することはできません。 

○やむを得ず処分しなければならない場合は、事前に協会に対し「財産処分承認申請書（様

式安定供給第１９号）」を提出して協会の承認を受けなければなりません。 

〇SS廃止等により、設備を使用しなくなる場合であっても、処分に該当します。廃止届を経

産局に出される前に処分申請手続きを行ってください。 

○協会の処分承認を得て処分する場合でも、原則、国の規定に基づき受給した補助金の一

部又は全部の返還が必要です。 
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○補助金返還額は設備取得に係る処分制限期間に応じた処分時点の未償却残額の補助

金相当分となります。処分により、別途、収益が発生している場合はその額を含めた額と

なります。 

○万一、協会の許可なく処分してしまった場合は「交付決定取消し」となる場合があります。「交

付決定取消し」となった場合、受給した補助金に国の規定に基づく「加算金」を加えた額を協

会を通じ国に返還しなければなりませんので、ご留意ください。 
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  （様式安定供給第１８号）           取得財産等管理明細表（２０２２年度） 

交付承認番号     －     －    －     号 
住       所 

氏名又は名称      （ 補助金受給者 ） 

及び代表者名                        印  

電話番号          担当者 

区   分 ヘ    

財 産 名 省エネ型洗車機    

規   格     

数   量 一式    

単   価 円 円 円 円 

金   額 円 円 円 円 

取得年月日     

耐用年数  ８ 年   年   年   年 

保管場所  ○○給油所    

補 助 率 ２／３    

備   考 設置費込み    

(注) １．対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が交付規程第２４条第１項に定める処分制限額以上の財産とする。 

  ２．財産名の区分は、 （イ）ベーパー回収設備、(ロ) 地下埋設物等の入換工事、（ハ）電気防食システム、（ニ）精密油面計、

（ホ）統計学漏えい監視システム、（ヘ）省エネ型洗車機、（ト）官公需システム、（チ）ＰＯＳシステム、（リ）省エネ型ロー

リー、（ヌ）タブレット型給油許可システム、（ル）灯油タンク等スマートセンサー、(ヲ) その他とする。 

   ３．数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は、分割して記載すること。 

   ４．取得年月日は、検収年月日を記載する。 

記 入 例 

設備の型式番号を記載する 

補助金額を記載するのではなく、取得費（消費税抜き）を記載する 

設備ごとの処分制限期間を記載する（Ｐ121参照） 

※減価償却の際の耐用年数ではありません 

※中古の場合はＰ122を参照 

申請給油所等名を記載する 

 

捨印 

脚注２（イ）～（ヲ）の中から該当する区分記号及び設備名を記載する 

申請設備ごとの承認番号を記載し、

各々の設備で作成する 

官公需システム及び灯油等スマートセ

ンサーで単価表示がある場合の例 

申請者の償却資産台帳において単価表

示及び数量が表示され単価が５０万円

（消費税抜き）未満の場合は取得財産の

処分制限にはかかりません。本様式の提

出等は不要です。 

供用を開始した日を記載 
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Ⅴ ．Ｑ＆Ａ 

 

 

 

 

 

Ａ１．リース物件は補助対象にはなりません。 

本事業は、買取りで設置した場合のみが補助対象です。設備設置後、費用一式を支払い、

その後協会から補助金を受給することとなります。 

新規導入、買換えの場合が対象のため、現在使用中のリース物件買取は対象となりませ

ん。 

 

 

 

Ａ２．中古品であっても、２社以上の見積書は必要です。 

しかしながら、同条件の複数見積もりの取得が困難な場合は、インターネット等を活用し、 

同条件下での価格相場観が確認できる書類を競争見積書の代わりとして提出してくだ 

さい。 

 

 

 

 

 

Ａ３．申請者自身が使用をやめることとなるため、財産処分承認申請を行い、協会の条件

付き承認を受ける必要があります。 

この場合でも、原則、補助金を返還していただくこととなりますが、新たな運営者に無

償で設備を譲渡し、その運営者が補助事業の目的（誓約事項等）に沿って財産管理を

承継するケースでは、補助金の返還条件を付さない場合もあります。まずは、事前に

石油組合又は協会にご相談ください。 

 

 

 

Ｑ１．【リース物件】 

リース契約により設置する設備も補助対象となりますか？ 

また、現在利用しているリース物件を買取った場合、補助対象となりますか？ 

Ｑ２．【中古物件】 

中古品を設置する場合、２社以上の見積書はどうすれば良いでしょうか？ 

Ｑ３．【SS廃止等に伴う財産処分】 

運営者交代等に伴い設備を新たな運営者が使用する場合、どのような手続きが必

要でしょうか？ 
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Ａ４．申請は可能ですが、過去に導入した設備の補助金に係る残存簿価相当額※を返還し

ていただく必要があります。 

   今回の申請に合わせて過去に導入した設備の財産処分申請を行い、協会の指示に

従って返還手続きを行ってください。 

   ※補助金に係る残存簿価相当額は、処分制限期間（洗車機の場合８年）における買

換え時点の未償却残額でそのうち補助金に相当する額 

 

 

 

 

Ａ５．補助金申請できる給油所等の要件は、品確法の登録給油所となっています。登録手

続きが行われていない計画段階では申請できません。 

 

 

 

 

 

 

A６．同時に申請することはできません。同時に申請された場合、いずれか一方を取りやめ

ていただくこととなります。 

 

 

 

 

A7．申請される設備を導入することで事業継続につながることを申請者ご自身の言葉でお

書きください（例：ベーパー回収型計量機を導入することで、PM２．５等の大気汚染物

質を抑制し、地域の環境保全に努めながら、脱炭素社会においても地域が必要とする

石油製品を安全かつ適切に供給する体制を維持する）。 

 

Ｑ４．【過去の補助金による取得財産の買換え】 

過去に補助金を利用して導入した設備が老朽化したため、本補助事業を利用して

買い換えたいのですが、補助金申請は可能でしょうか？ 

Ｑ５．【新設給油所の申請】 

SS を新設する計画があります。その SS に導入する設備について、この補助金制

度を利用することは可能でしょうか。 

Ｑ６．【当初予算事業との同時申請】 

地下タンクの入換を計画しており、この補正予算の補助金制度の利用を考えてい

ますが、当初予算にも同様の制度があるようなので、条件の良い方で補助を受け

たいと考えています。同時に両方の制度に申請することは可能でしょうか。 

Ｑ７．【事業継続計画書】 

事業継続計画書の「脱炭素社会に向けた SS の事業継続に係る取組」とは具体的

にどのようなことを記載するのでしょうか。 


